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文

久

四

子

正

月

十

三

日

一

今

朝

暫

職

増

野

又

十

郎

方

よ

り

授

有

之

候

趣

ハ

、

山

口

御

旅

館

御

式

台

是

迄

四

人

詰

の

処

、

以

来

三

人

詰

ニ

被

仰

付

候

此

段

御

奏

者

中

え

相

達

候

様

と

の

義

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

子

ノ

正

月

十

三

日松

原

鉄

之

助

・

増

野

太

兵

衛

記

文

久

四

改

元(
改

元

は

二

月

廿

日)

元

治

元

子

ノ

三

月

廿

六

日

一

今

朝

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

授

の

趣

は

、

世

上

疱

瘡

流

行

ニ

付

、

為

安

痘

今

日

よ

り

明

日

え

御

山

稲

荷

社

ニ

お

ゐ

て

御

祈

祷

被

仰

付

候

条

、

御

札

守

受

下

ケ

尚

参

詣

等

於

に

下

勝

手

次

第

被

仰

付

候

此

段

半

間

中

え

相

達

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

子

ノ

三

月

廿

六

日仁

保

嘉

内

・

増

野

弥

一

郎

元

治

元

子

ノ

四

月

六

日

一

今

朝

暫

職

増

野

又

十

郎

方

よ

り

授

有

之

趣

ハ

、

旦

那

様

御

事

此

度

御

国

中

御

順

見

被

為

遊

候

ニ

付

、

山

口

御

旅

館

御

式

台

御

奏

者

組

、

御

留

守

中

は

被

成

御

引

せ

候

此

段

御

奏

者

中

へ

相

達

候

様

ニ

と

の

事

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

同

廿

五

日

今

朝

職

役

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

授

有

之

候

趣

は

、

旦

那

様

御

事

御

順

見

相

済

、

当

月

中

ニ

山

口

ヘ

被

為

遊

御

帰

館

候

ニ

付

、

来

ル

廿

九

日

迄

ニ

山

口

ヘ

御

奏

者

の

内

是

迄

の

通

り

御

出

勤

相

成

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

同

日

一

今

朝

職

役

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

、

別

紙

の

通

り

半

間

中

へ

相

達

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

【

１
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頁
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別

紙

左

の

通

り

来

ル

廿

九

日

、

兼

て

被

定

置

候

三

ケ

所

の

相

図

場

に

お

ゐ

て

遠

響

数

発

試

打

被

仰

付

候

本

書

雨

天

の

節

ハ

天

気

次

第

ニ

被

仰

付

候

事

子

ノ

四

月

廿

五

日月

番

井

上

亀

槌

・

松

原

宗

兵

衛

元

治

元

年

甲

子

五

月

十

二

日

一

月

番

呼

出

ニ

て

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

、

別

紙

の

通

り

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

一

英

夷

の

軍

艦

十

八

艘

蘭

夷

同

四

艘

、

今

日

も

不

相

知

馬

関

え

襲

来

の

儀

申

立

候

段

、

過

ル

四

日

長

崎

仕

出

ニ

て

住

進

有

之

候

処

、

襲

来

被

聞

の

（
注

）

儀

は

追

々

沙

汰

被

仰

付

、

度

々

様

子

相

変

候

え

共

、

此

度

の

儀

は

相

違

無

之

と

相

聞

候

ニ

付

、

馬

関

出

張

の

面

々

ハ

勿

論

、

其

他

引

請

の

面

々

物

前

の

覚

悟

セ

し

め

其

の

筋

々

の

指

揮

を

請

、

厳

重

ニ

相

待

候

様

被

仰

付

候

事

右

の

通

、

組

支

配

中

へ

も

可

被

相

触

候

事

子

ノ

五

月

十

日

公

儀

御

触

有

之

候

就

て

ハ

御

内

輪

の

処

も

兼

て

沙

汰

被

仰

付

有

之

候

通

、

何

時

出

張

の

沙

汰

被

仰

付

候

哉

も

難

斗

候

条

、

銘

々

無

油

断

其

覚

悟

可

有

之

候

事

子

ノ

五

月

十

二

日

＊

物

前

＝

戦

が

始

ま

る

前

、

戦

の

ま

ぎ

わ

同(
元

治

元

子

五

月)

十

六

日

一

今

般

英

夷

・

蘭

夷

馬

関

襲

来

の

趣

有

之

段

、

従

公

儀

御

触

達

相

成

候

処

、

於

只

今

南

海

御

出

張

の

儀

無

之

候

え

共

、

異

変

差

起

り

候

節

は

何

時

御

出

張

も

可

有

之

も

難

斗

、

就

て

ハ

銘

々

覚

悟

可

有

之

段

は

、

此

間

触

達

シ

被

仰

付

承

知

の

前
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ニ

候

自

然

急

場

南

海

御

出

張

有

之

節

は

、

旧

冬

取

調

ニ

被

仰

付

候

御

上

京

の

御

備

組

を

以

、

御

供

被

仰

付

、

御

軍

役

物

定

・

支

度

・

其

外

兼

て

被

仰

出

候

前

相

違

無

之

候

尤

行

軍

接

戦

共

簡

便

第

一

の

儀

ニ

付

、

御

上

京

の

物

定

、

振

り

紙

を

以

被

仰

付

候

通

り

可

被

相

心

得

候

兼

て

御

上

京

御

供

沙

汰

相

成

候

銘

々

は

、

別

而

無

油

断

覚

悟

可

有

之

候

尚

又

今

般

御

軍

役

帳

改

被

仰

付

候

条

、

銘

々

の

役

場

可

被

相

心

得

候

事
付

り

異

変

出

来

急

揚

御

出

張

の

節

ハ

、

一

手

別

兼

て

被

定

置

候

会

所

へ

相

揃

候

上

、

頭

々

の

差

図

を

受

、

伍

列

を

正

し

山

口

御

旅

館

罷

出

候

様

被

仰

付

候

事

付

り

南

海

異

変

差

起

り

候

節

ハ

、

銘

々

山

口

ヘ

駈

付

ケ

候

様

去

夏

御

沙

汰

相

成

候

所

、

已

来

前

断

の

通

り

一

手

別

伍

を

正

し

罷

出

候

様

被

仰

列

付

候

事

付

り

萩

・

南

御

家

来

中

の

儀

は

直

様

山

口

罷

出

銘

々
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請

隊

中
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り

候

様

被

仰

付

候

事

月

番

松

野

重

内

・

山

崎

十

郎

左

衛

門

＊

南

＝

南

の

領

分(

切

畑

と

小

鯖)

(

元

治

元

子)

五

月

廿

二

日

今

般

於

公

儀

、

甲

冑

操

練

被

仰

付

、

旦

那

様

ニ

も

被

遊

御

供

候

就

て

は

御

内

輪

御

人

数

旧

冬

取

調

へ

被

仰

付

候

京

都

御

進

発

の

御

備

組

ヲ

以

、

被

召

連

候

と

の

御

事

ニ

付

、

兼

て

御

供

沙

汰

相

成

候

銘

々

無

緩

せ

用

意

可

有

之

付

り

本

文

未

ダ

従

公

儀

御

触

達

無

之

、

日

限

の

儀

も

不

相

分

候

へ

共

来

月

朔

日

当

り

ニ

て

も

可

有

之

哉

ニ

相

聞

候

尚

又

今

般

操

練

ニ

付

物

定

の

儀

ハ

、

旧

冬

御

触

相

成

候

御

進

発

の

物

格

ニ

【
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被

仰

付

候

事

付

り

衣

類

送

り

方

の

儀

ハ

、

〆

月

定

を

以

兼

て

沙

汰

被

仰

付

有

之

候

へ

ど

も

、

此

度

の

儀

ハ

右

御

定

通

り

ニ

は

不

彼

仰

付

候

尤

夜

具

御

貸

渡

不

仰

付

候

間

、

銘

々

綿

入

袷

間

壱

・

単

物

壱

宛

送

り

方

被

仰

付

候

条

、

右

様

可

被

相

心

得

候

事

付

り

出

立

日

限

の

儀

ハ

又

々

沙

汰

可

被

仰

付

、

其

節

ハ

兼

て

御

沙

汰

相

成

居

候

夫

々

持

場

へ

罷

出

、

頭

々

の

差

図

被

受

候

様

被

仰

付

候

事

子

ノ

五

月

＊

綿

入

袷

間

＝

綿

入

で

は

暑

い

袷

で

は

寒

い

そ

の

わ

た

い

れ

あ

わ

せ

あ

い
だ

中

聞

の

も

の

と

い

う

意

＊

単

物

＝

裏

の

な

い

一

重

の

衣

服

、

初

夏

か

ら

初

秋

へ

か

け

て

着

る

同(

元

治

元

子

五

月)

廿

三

日

一

御

進

発

御

供

の

銘

々

道

具

持

壱

人

御

付

、

具

足

持

壱

人

手

人

ニ

て

罷

出

候

様

兼

て

御

沙

汰

相

成

居

候

処

、

此

度

操

練

ニ

付

て

は

具

足

持

ニ

不

及

申

ニ

付

、

槍

持

の

御

付

人

被

成

御

引

せ

、

手

人

槍

持

と

シ

テ

召

連

罷

出

候

様

被

仰

付

候

事

付

り

自

分

人

無

人

の

部

ハ

御

付

人

可

被

仰

候

へ

は

、

明

廿

四

日

迄

ニ

其

段

御

手

当

方

へ

可

被

申

出

候

事

付

り

嫡

子

の

部

は

道

具

持

具

足

持

共

ニ

御

付

人

の

筈

ニ

候

処

、

是

又

手

人

ニ

て

罷

出

候

様

被

仰

付

候

尤

無

人

の

部

ハ

前

断

の

通

り

可

被

申

出

候

事

一

此

度

御

供

の

銘

々

、

綿

入

袷

間

壱

・

単

物

壱

宛

送

り

方

被

仰

付

候

段

此

内

沙

汰

被

仰

付

候

右

の

品

風

呂

敷

包

ニ

シ

テ

銘

々

名

札

を

付

ケ

、

来

ル

廿

六

日

迄

ニ

無

間

違

御

手

当

方

へ

差

出

候

様

被

仰

付

候

事

【

１

０

５

頁

】
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一

自

身

具

足

用

意

の

部

も

山

口

迄

一

同

送

方

被

仰

付

候

条

、

風

呂

敷

包

ニ

シ

テ

銘

々

名

札

を

付

、

来

ル

廿

六

日

迄

ニ

無

間

違

御

手

当

方

へ

同

断

右

の

通

り

無

間

違

可

被

相

心

得

候

事

五

月

廿

三

日月

番

松

野

重

内

・

山

崎

十

郎

左

衛

門

元

治

元

子

六

月

十

日

此

内

於

山

口

、

操

練

節

着

用

の

自

身

甲

冑

送

り

の

戻

相

成

居

候

間

、

於

心

光

寺

引

渡

シ

被

仰

付

候

条

、

御

武

具

方

与

相

の

上

、

早

速

受

方

可

有

之

候

事

＊

於

山

口

、

操

練

の

節

＝

六

月

六

日

大

道

繁

枝

松

原

で

行

わ

れ

た

。

＊

与

相

＝

間

い

合

わ

せ

同

十

一

日

一

旦

那

様

御

事

御

家

政

御

取

糺

と

し

て

御

暇

の

儀

被

仰

出

候

処

、

御

往

来

廿

日

の

御

暇

被

懸

御

免

候

ニ

付

、

今

十

一

日

山

口

御

発

駕

ニ

て

爰

元

被

遊

御

帰

座

候

筈

ニ

候

依

之

御

家

来

中

へ

内

意

被

仰

付

候

事

一

御

家

来

中

御

道

口

御

迎

ニ

不

及

候

事

一

御

着

承

懸

御

用

人

座

迄

御

歓

申

上

候

様

被

仰

付

候

事

一

御

帰

座

中

五

日

六

日

ニ

壱

度

宛

御

機

嫌

伺

半

間

惣

代

を

以

、

申

上

候

様

被

仰

付

候

事

一

御

往

来

筋

屋

敷

前

、

塵

芥

其

外

見

苦

敷

物

取

散

し

不

申

様

気

を

付

、

掃

除

可

被

申

付

候

事

付

り

塀

其

外

取

繕

等

ニ

及

ひ

不

申

候

尤

御

往

来

水

溜

り

且

荒

所

杯

有

之

、

御

足

障

り

ニ

相

成

候

様

の

所

柄

は

仕

直

し

可

被

申

付

候

事

同(

元

治

元

子

六

月)

十

六

日

一

今

般

京

都

御

進

発

の

御

沙

汰

ニ

付

、

旦

那

様

御

事

、

近

々

の

内

被

遊

御

出

馬

候

就

て

は

兼

て

御

供

沙

汰

の

銘

々

用

意

可

有

之

候

事

付

り

惣

勢

御

繰

出

の

儀

は

未

ダ

御

日

限

不

相

定

【

１

０

６

頁

】
候

え

共

、

来

ル

廿

日

比

過

の

趣

ニ

相

決

候

事

付

り

御

軍

役

物

定

・

支

度

・

其

外

旧

冬

御

触

達

の

前

間

違

無

之

候

尤

遠

国

御

出

張

の

儀

ニ

候

へ

は

器

械

を

始

メ

万

端

簡

便

第

一

の

儀

ニ

付

、

品

ニ

寄

改

被

仰

付

哉

も

可

有

之

、

其

段

は

追

々

触

達

シ

可

被

仰

付

候

事

右

の

廉

々

、

邑

政

堂

呼

出

ニ

て

授

ケ

相

成

候

ニ

付

、

夫

々

早

速

及

廻

達

候

事

同(

元

治

元

子

六

月)

十

八

日

一

勘

場

と

申

名

目

被

差

止

、

以

来

邑

政

堂

と

唱

被

仰

付

候

事

一

当

役

中

、

邑

政

堂

出

勤

朝

五

ッ

時

、

八

ッ

時

下さ

が

り

定

法

ニ

被

仰

付

候

事

付

り

難

差

置

御

用

筋

有

之

候

節

は

、

本

文

下

り

刻

限

ニ

不

拘

儀

ニ

候

え

共

、

成

丈

ケ

速

ニ

相

運

ひ

候

心

得

肝

要

ニ

候

事

一

御

家

来

中

、

請

願

書

を

始

メ

届

出

事

其

外

惣

て

、

役

向

え

相

拘

り

候

儀

は

内

談

と

候

て

も

、

当

役

中

出

勤

中

邑

政

堂

罷

出

申

出

候

様

被

仰

付

候

下

宿

後

於

に

下

は

、

御

用

筋

一

向

ニ

取

扱

被

差

留

候

え

は

、

御

家

来

中

役

向

え

対

シ

候

て

の

儀

は

、

於

に

宅

申

出

無

之

様

被

仰

付

候

事

付

り

本

文

の

通

被

仰

付

候

て

も

、

非

常

又

は

難

差

置

儀

は

於

に

宅

申

出

格

別

の

事

付

り

当

役

中

付

属

の

銘

々

差

向

御

用

筋

、

宅

ニ

お

ゐ

て

申

出

の

儀

は

勿

論

不

及

用

捨

候

事

一

御

家

来

中

御

用

ニ

付

、

邑

政

堂

呼

出

シ

被

仰

付

罷

出

候

節

は

一

応

邑

政

堂

届

ケ

置

、

御

殿

御

式

台

ニ

扣

居

候

様

被

仰

付

候

事

右

の

通

今

般

改

て

被

仰

出

候

ニ

付

、

為

心

得

沙

汰

被

仰

付

候

事

子

ノ

六

月

十

七

日

同

十

九

日

一

今

般

の

御

進

発

、

大

小

身

共

槍

持

一

人

被

付
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【

１

０

７

頁

】

具

足

持

手

人

ニ

被

仰

付

候

段

兼

て

触

達

被

仰

付

候

処

、

遠

国

御

進

発

の

儀

ニ

て

成

丈

ケ

無

用

の

雑

人

相

背

キ

候

様

被

仰

付

候

ニ

付

、

具

足

持

召

（
省

）

連

候

ニ

不

及

候

具

足

の

儀

ハ

風

呂

敷

包

ニ

シ

テ

、

来

ル

廿

一

日

迄

ニ

小

荷

駄

方

へ

可

被

差

出

候

猶

又

槍

持

御

付

の

儀

も

成

丈

ケ

手

人

召

連

レ

候

様

被

仰

付

候

尤

無

拠

差

閊

の

銘

々

ハ

其

段

月

番

所

ニ

て

取

縮

、

来

ル

廿

一

日

迄

ニ

可

被

申

出

候

事

刎

紙

一

衣

類

の

儀

ハ

御

定

の

貫

□

風

呂

敷

包

ニ

（
目
カ

）

シ

テ

名

札

を

付

、

同

日

小

荷

駄

方

へ

可

被

差

出

、

尤

過

〆

日

有

之

候

者

送

り

不

し

め

び

す

ぎ

被

□

有

事

（

及

カ
）

一

軍

装

の

事

但

甲

冑

小

具

足

又

ハ

鎖

帷

子

等

勝

手

次

第

、

尤

暑

中

、

且

遠

国

御

進

発

の

儀

ニ

候

え

は

利

害

を

相

考

へ

成

丈

ケ

無

用

の

具

相

背

キ

候

様

被

仰

付

（

省

）

候

事

一

袖

印

の

儀

ハ

此

間

御

触

の

通

末

々

迄

於

に

下

用

立

の

事

右

の

外

諸

事

去

亥

十

一

月

御

物

定

を

以

、

被

仰

出

候

通

相

違

無

之

候

事

同

日(

元

治

元

子

六

月

十

九

日)

一

今

般

京

都

御

進

発

ニ

付

、

旦

那

様

御

事

、

来

ル

廿

五

日

山

口

御

着

の

御

積

り

を

以

、

爰

元

被

遊

御

出

馬

候

兼

て

御

供

沙

汰

の

面

々

来

ル

廿

四

日

八

ッ

時

迄

ニ

爰

元

出

浮

キ

御

定

の

会

所

々

々

相

揃

候

様

被

仰

付

候

尤

刻

限

及

遅

ニ

候

部

は

非

常

沙

汰

被

仰

付

候

事

一

一

番

貝

ニ

て

内

外

勢

溜

目

拝

礼

相

建

候

所

へ

、

一

手

々

々

伍

列

を

正

し

扣

居

候

事

一

二

番

貝

ニ

て

人

数

調

へ

の

事

一

三

番

貝

ニ

て

順

ニ

発

行

の

事

右

の

通

り

被

仰

付

候

事

【

１

０

８

頁

】

＊

出

浮

キ

＝

出

向

く

こ

と

同(

元

治

元

子

六

月)

廿

二

日

此

度

御

上

京

ニ

付

、

御

供

の

銘

々

須

佐

出

立

よ

り

萩

着

迄

の

処

、

兵

糧

自

身

用

意

、

萩

着

よ

り

は

御

仕

渡

シ

被

仰

付

候

事

右

の

通

為

心

得

内

意

相

達

候

事

同

日

一

御

上

京

御

供

の

銘

々

、

来

ル

廿

四

日

夕

八

ッ

時

出

揃

候

様

沙

汰

被

仰

付

候

処

、

先

右

日

限

罷

出

候

儀

延

引

被

仰

付

候

後

日

の

儀

ハ

又

々

追

而

沙

汰

可

被

仰

付

候

事

同

廿

七

日

一

近

来

異

艦

屡

令

通

行

、

動

は

地

方

近

ク

乗

寄

や

や
も

す

れ
ば

せ

、

海

岸

測

量

国

中

動

静

覬

覦

の

狼

心

有

之

様

相

見

ヱ

急

変

難

斗

、

弥

以

海

陸

御

手

当

向

厳

重

ニ

取

調

へ

、

襲

来

の

節

は

速

ニ

及

掃

攘

候

様

詮.

儀

被

仰

付

候

依

之

防

御

筋

議

理

公

的

策

略

的

当

ニ

候

え

は

御

採

用

可

相

成

候

間

、

銘

々

所

存

の

旨

趣

無

伏

蔵

、

及

建

言

候

様

被

仰

付

候

事

付

り

本

文

の

趣

、

来

ル

十

日

を

限

書

面

を

以

、

惣

軍

見

合

役

座

迄

可

被

申

出

候

事

右

の

廉

々

邑

政

堂

呼

出

ニ

て

授

ケ

相

成

候

ニ

付

、

夫

々

早

速

及

廻

達

候

事

月

番

小

国

彦

兵

衛

・

俣

賀

多

禄

・

吉

賀

徳

蔵

＊

＝

う

か

が

い

の

ぞ

む

、

非

望

を

企

て

る

覬

覦

き

ゆ

同

廿

九

日

一

来

月

五

日

六

日

間

、

山

口

御

出

馬

ニ

て

被

遊

御

上

京

候

段

御

到

来

有

之

、

惣

人

数

来

月

三

日

迄

ニ

山

口

出

浮

候

様

被

仰

付

候

事

付

り

市

中

住

居

の

銘

々

、

二

日

夕

七

ッ

時

よ

り

船

ニ

て

萩

廻

り

罷

出

候

様

被

仰

付

候

事

尤

萩
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【

１

０

９

頁

】
廻

の

所

自

身

兵

粮

ニ

被

仰

付

候

事

付

り

器

械

衣

類

共

小

荷

駄

方

差

出

候

処

、

自

然

半

途

の

部

有

之

候

ハ

、

早

速

可

被

差

出

候

事

右

の

分

先

日

御

触

の

通

可

被

相

心

得

候

事

一

此

度

御

上

京

ニ

付

て

ハ

、

御

供

の

銘

々

格

別

御

勘

渡

は

不

被

仰

付

、

尤

左

の

通

り

御

心

付

被

下

候

事

一

御

家

老

よ

り

四

組

侍

分

迄

、

月

別

金

弐

分

宛

被

下

候

事

一

知

行

持

家

業

人

并

無

給

同

断

、

月

別

金

壱

分

弐

朱

宛

被

下

候

事

一

三

固

屋

御

中

間

分

、

月

別

金

壱

分

宛

被

下

候

事

右

の

通

可

被

相

心

得

候

事

右

両

通

早

速

及

廻

達

候

事

月

番

小

国

彦

兵

衛

・

俣

賀

多

禄

元

治

元

子

七

月

朔

日

一

月

番

呼

出

ニ

て

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

一

号

砲

壱

発

右

の

相

図

ニ

兼

て

御

触

面

の

揃

場

へ

出

揃

の

事

一

同

壱

発

右

を

相

図

ニ

乗

船

の

事

右

御

上

京

御

供

人

数

、

明

二

日

出

揃

乗

船

迄

の

相

図

ニ

被

仰

付

候

事

付

り

隊

と

人

数

調

へ

相

調

、

増

野

又

十

郎

方

へ

届

出

候

様

被

仰

付

候

事

同

八

日

一

今

朝

呼

出

ニ

て

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

【

１

１

０

頁

】
別

紙

左

の

通

り

旦

那

様

御

事

益

御

機

嫌

克

被

遊

御

座

、

氷

上

御

陣

屋

過

ル

六

日

夕

八

ッ

半

時

の

御

供

揃

ニ

て

被

遊

御

出

馬

候

左

候

て

同

夜

三

田

尻

御

止

宿

、

同

所

よ

り

昨

七

日

御

乗

船

の

御

積

り

ニ

御

座

候

通

御

到

来

有

之

候

依

之

御

家

来

中

へ

御

知

ラ

セ

被

仰

付

候

事

付

り

本

文

ニ

付

、

旦

那

様

へ

披

露

状

を

以

御

歓

申

上

候

様

、

御

留

守

上

々

様

方

へ

は

御

殿

罷

出

候

様

被

仰

付

候

事

同(

元

治

元

子

七

月)

廿

二

日

一

今

朝

呼

出

ニ

て

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

半

間

中

へ

相

達

候

様

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

の

通

り

□
左
脱

カ

毎

月

二

日

・

十

二

日

京

都

状

仕

出

シ

日

限

前

書

の

通

被

仰

付

候

条

其

心

得

を

以

、

以

来

右

日

限

定

法

ニ

シ

テ

邑

政

堂

迄

可

被

差

出

候

尤

於

公

儀

は

、

御

作

法

も

有

之

儀

ニ

候

え

は

、

随

分

小

封

ニ

シ

テ

差

出

候

様

被

仰

付

候

事

付

り

本

文

の

通

被

仰

付

候

え

は

、

不

経

御

役

所

猥

ニ

書

状

差

登

候

儀

は

堅

被

差

留

候

事

月

番

松

原

八

郎

兵

衛

・

大

谷

小

源

治

同

年(

元

治

元

子)

七

月

晦

日

一

石

州

境

仏

坂

関

門

通

路

の

節

、

御

家

来

中

扶

持

取

末

々

ニ

到

迄

自

分

々

々

の

名

姓

相

達

、

聞

届

の

上

可

被

罷

通

候

尤

家

子

・

下

人

・

育

等

通

路

の

儀

ハ

本

人

名

前

印

鑑

ニ

シ

テ

、

家

子

の

分

ハ

家

内

何

人

、

下

人

又

ハ

育

の

儀

ハ

其

者

の

名

前

付

印

差

出

候

て

可

有

通

路

候

事

右

の

通

沙

汰

被

仰

付

候

事

子

七

月

,

右

の

通

早

速

及

廻

達

候

事

月

番

松

原

八

郎

兵

衛

・

大

谷

小

源

次
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【

１

１

１

頁

】

＊

育

＝

養

子

と

し

、

ま

た

養

子

と

な

る

こ

と

、

但

し

家

督

と

は

関

係

な

し

＊

『

益

田

親

施

』(

田

中

助

一

著)

に

よ

れ

ば

京

都

に

お

け

る

動

静

は

次

の

と

お

り

「

十

三

日

浪

華

邸

着

十

四

日

八

幡

着

十

八

日

天

王

山

に

転

陣

・

禁

門

の

変

起

る

十

九

日

此

地

引

揚

廿

日

兵

庫

着

直

ち

に

出

帆

廿

八

日

富

海

着

船

八

月

五

日

須

佐

帰

着

十

一

日

須

佐

出

足

徳

山

に

幽

閉

せ

ら

る

」

＊

『

回

天

実

記

』

に

よ

れ

ば(
抜

粋)

「

八

月

六

日

日

没

後

親

施

公

ハ

僅

カ

ニ

六

、

七

名

ノ

陪

随

ニ

テ

帰

邑

ア

リ

、

邑

中

粛

然

、

士

民

一

般

寝

食

ヲ

安

ン

ゼ

ズ

…

…

仝

十

一

日

御

発

輿

…

…

仝

十

三

日

徳

山

御

客

屋

ニ

着

泊

ア

リ

…

…

仝

十

五

日

操

寿(

惣

持)

院

ニ

禁

固

セ

ラ

ル

。

家

臣

一

名

ノ

外

伺

候

ス

ル

ヲ

許

サ

ズ

他

ハ

徳

山

市

街

へ

散

居

潜

伏

セ

リ

。

是

ニ

於

テ

須

佐

邑

中

人

心

恟

恟

口

耳

相

接

シ

、

主

君

救

出

ノ

策

を

画

ス

」
。

元

治

元

子

ノ

八

月

七

日

一

月

番

呼

出

シ

ニ

て

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

え

相

達

シ

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

猶

又

別

紙

御

沙

汰

ニ

付

て

は

、

気

付

筋

有

之

候

ハ

ヽ

申

出

候

様

授

有

之

候

ニ

付

、

今

晩

増

野

弥

一

郎

宅

ニ

て

集

会

相

催

候

旦

那

様

御

事

、

昨

日

御

忍

ニ

て

被

遊

御

帰

座

候

ニ

付

、

御

知

せ

被

仰

付

候

と

の

事

別

紙

左

の

通

り

【

１

１

２

頁

】

益

田

右

衛

門

介

右

思

召

ニ

不

相

叶

趣

有

之

御

役

被

差

替

候

此

段

可

申

聞

旨

候

事

益

田

右

衛

門

介

親

類

中

并

家

老

右

今

般

京

師

の

挙

動

ニ

付

て

は

御

危

急

相

逼

不

容

易

被

遊

御

苦

心

候

ニ

付

嫡

子

精

次

郎

を

補

佐

い

た

し

家

来

末

々

迄

領

地

え

引

纏

ひ

人

心

固

結

此

段

一

廉

御

用

ニ

相

立

候

様

精

々

申

談

心

配

可

仕

候

此

段

可

申

聞

旨

候

事

益

田

右

衛

門

介

右

思

召

ニ

不

相

叶

趣

有

之

毛

利

淡

路

守

様

え

被

成

御

預

候

此

段

可

申

聞

旨

候

事

益

田

右

衛

門

介

親

類

中

并

家

老

右

思

召

ニ

不

相

叶

趣

有

之

毛

利

淡

路

守

様

え

被

成

御

預

候

尤

家

筋

の

儀

は

重

キ

家

柄

ニ

付

各

別

の

御

詮

儀

筋

も

有

之

事

ニ

付

最

前

被

仰

聞

置

候

通

り

弥

以

嫡

子

精

次

郎

致

補

佐

御

用

ニ

相

立

候

様

申

合

せ

精

々

心

配

可

致

候

付

て

は

此

砌

家

来

共

末

々

ニ

到

迄

心

得

方

肝

要

の

儀

ニ

付

、

此

段

厚

く

申

聞

候

様

と

の

御

事

子

ノ

八

月

七

日

＊

嫡

子

精

治

郎

＝

こ

の

時

三

歳

＊

毛

利

淡

路

守

＝

徳

山

毛

利

元

蕃

＊

令

文

の

日

付

＝

二

枚

目

は

八

月

朔

日

、

四

枚

目

は

同

五

日

『

防

長

回

天

吏

』

六

四

八

頁
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【

１

１

３

頁

】覚

此

度

旦

那

様

御

事

、

毛

利

淡

路

守

様

え

御

預

ニ

付

、

御

彼

方

え

御

引

越

の

節

御

供

人

数

何

程

被

召

連

候

哉

の

事付

り

御

彼

方

御

滞

留

中

士

分

中

間

分

交

代

番

ニ

共

被

仰

付

候

哉

右

の

通

り

問

書

仕

候

間

、

刎

紙

を

以

被

仰

授

可

被

下

候

以

上

子

ノ

八

月

七

日

非

役

大

組

中

先

般

山

崎

御

出

陣

御

引

上

の

節

、

惣

軍

見

合

の

所

置

不

宜

、

就

て

は

一

統

不

平

の

趣

も

有

、

何

時

評

議

沸

騰

の

程

も

無

覚

束

奉

存

候

此

段

如

何

御

捌

キ

被

仰

付

候

哉

只

今

の

御

時

節

申

出

候

も

甚

恐

多

奉

存

候

え

共

、

差

向

於

馬

関

は

異

船

襲

来

の

様

相

聞

、

誠

ニ

切

迫

の

時

節

動

揺

ニ

立

至

り

候

て

は

御

為

筋

不

宜

様

奉

考

候

ニ

付

、

無

余

儀

問

書

仕

候

間

、

此

段

御

刎

紙

を

以

被

仰

授

可

被

下

候

以

上

子

ノ

八

月

七

日

非

役

大

組

中

当

今

御

国

中

内

外

の

憂

切

迫

ニ

立

到

候

処

、

殊

ニ

御

領

海

の

儀

は

尤

大

洋

を

引

受

、

陸

は

石

州

境

も

有

之

候

儀

ニ

付

、

人

心

一

致

ニ

し

て

防

禦

仕

度

覚

悟

ニ

奉

存

候

所

、

只

今

旦

那

様

御

他

出

ニ

て

は

自

然

ニ

人

心

動

揺

も

無

覚

束

奉

存

候

間

、

前

段

の

趣

を

以

何

卒

御

宥

免

の

御

取

斗

ニ

立

候

は

相

成

申

間

敷

哉

御

愚

ハ

無

之

候

え

共

気

付

の

筋

申

出

候

事

子

ノ

八

月

七

日

非

役

大

組

中

元

治

元

子

八

月

十

日

授

の

覚

旦

那

様

御

事

、

明

暁

七

ッ

時

御

発

駕

の

筈

ニ

候

事

右

ニ

付

御

家

来

中

御

道

口

不

及

御

送

り

ニ

、

今

【

１

１

４

頁

】

日

為

御

機

嫌

伺

御

殿

罷

出

候

様

被

仰

付

候

事

右

此

段

早

速

及

廻

達

候

事

子

ノ

八

月

十

日

＊

刎

紙

＝

下

か

ら

の

伺

書

の

上

欄

に

付

箋

を

つ

け

伺

書

に

対

す

る

指

令

文

を

書

い

た

(

元

治

元

子

ノ

八

月)

一

月

番

御

用

の

儀

有

之

、

今

日

昼

後

益

田

三

郎

左

衛

門

宅

え

参

り

候

様

ニ

と

後

付

被

差

越

候

ニ

付

、

増

野

弥

一

郎

・

増

野

太

兵

衛

参

り

候

処

、

口

達

ニ

て

授

の

趣

は

、

先

般

旦

那

様

山

崎

御

出

陣

御

引

上

の

節

、

惣

軍

見

合

の

所

致

不

宜

趣

被

仰

出

処

置

候

ニ

付

て

は

、

当

役

中

申

合

せ

見

候

処

、

異

船

襲

来

の

節

は

此

後

当

役

中

惣

懸

り

ニ

被

仰

付

候

段

被

仰

置

候

惣

軍

見

合

せ

壱

人

ニ

て

も

無

之

候

え

は

、

旦

那

様

被

遊

御

苦

心

候

上

ニ

御

苦

心

を

懸

ケ

候

処

も

至

極

恐

多

く

儀

ニ

付

、

御

伺

は

差

扣

置

候

当

役

中

惣

懸

り

ニ

被

仰

付

候

へ

は

、

差

当

り

差

湊

筋

ハ

無

之

哉

と

当

役

中

も

相

考

申

候

所

、

何

そ

於

下

に

此

の

廉

と

申

ス

湊

筋

有

之

候

ハ

ヽ

其

段

被

仰

出

候

様

ニ

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

付

り

此

内

差

出

シ

置

候

山

崎

御

引

上

ケ

覚

書

の

儀

は

、

当

役

座

ニ

預

り

置

候

と

の

儀

ニ

御

座

候

子

ノ

八

月

十

二

日

＊

差

湊

＝

さ

し

つ

か

え

・

集

う

さ
し

つ
ど

い

(
元

治

元

子

ノ

八

月

）

一

月

番

御

用

の

儀

有

之

邑

政

堂

え

罷

出

候

様

申

来

り

候

ニ

付

、

増

野

太

兵

衛

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

え

相

達

し

候

様

ニ

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

一

来

ル

十

五

日

六

日

、

松

崎

宮

御

祭

礼

の

処

、

御

詮

儀

の

趣

も

有

之

、

当

年

の

儀

ハ

御

祭

式

惣

て

被

差

止

、

両

日

の

間

於

社

頭

ニ

、

大

宮

司

神

勤
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【

１

１

５

頁

】

神

楽

被

仰

付

候

一

御

名

代

被

差

扣

候

一

御

家

来

中

、

社

頭

寄

附

并

門

前

掛

提

灯

等

被

差

留

候

事

一

御

久

米

献

上

、

当

年

の

儀

は

差

扣

候

様

被

仰

付

候

事

一

御

家

来

中

、

両

日

の

間

穏

便

ニ

参

詣

ノ

儀

は

、

不

苦

候

事

付

り

銘

々

御

久

米

受

候

儀

ハ

勝

手

次

第

の

事

子

ノ

八

月

十

三

日

＊

久

米

＝

神

仏

に

供

え

る

米

、

供

米

が

正

し

い

く

ま

い

元

治

元

）

子

ノ

八

月

十

六

日
(

口

達

ニ

て

授

覚

今

般

旦

那

様

御

事

、

御

道

中

御

機

嫌

克

徳

山

え

被

遊

御

着

駕

候

由

申

来

り

、

就

て

は

御

供

の

内

よ

り

申

越

シ

候

趣

は

、

福

原

越

後

様

御

家

来

中

一

統

、

歎

願

の

儀

申

出

候

様

子

ニ

付

、

於

御

内

輪

も

何

そ

宜

敷

気

付

共

御

座

候

ハ

ヽ

歎

願

の

儀

可

被

仰

出

、

於

当

役

中

ニ

節

角

申

合

せ

見

候

と

の

事

ニ

御

座

候

併

シ

公

儀

え

直

出

シ

ニ

も

難

相

成

、

御

末

家

様

え

差

出

シ

可

申

積

り

ニ

御

座

候

越

後

様

御

家

中

も

同

様

御

彼

方

御

末

家

え

差

出

シ

候

様

子

ニ

付

、

此

段

御

授

い

た

し

候

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

付

り

歎

願

の

儀

は

調

次

第

、

邑

政

堂

え

差

出

シ

候

様

ニ

と

の

事

ニ

御

座

候

所

、

最

早

旦

那

様

徳

山

え

被

遊

御

出

候

ニ

付

此

廉

と

申

歎

願

の

気

付

無

御

座

、

何

卒

当

役

中

の

歎

願

致

拝

見

度

段

申

出

置

候

事

一

旦

那

様

徳

山

御

着

駕

ニ

付

、

半

間

中

及

集

会

候

て

旦

那

様

御

不

束

の

儀

奉

恐

入

、

依

之

半

間

中

玄

関

片

戸

〆

切

慎

居

候

様

申

合

、

前

断

届

出

候

処

、

先

当

分

行

形

の

通

り

ニ

て

差

置

候

様

ニ

と

の

儀

、

何

そ

趣

も

有

之

候

ハ

ヽ

御

授

可

仕

と

の

【

１

１

６

頁

】

事

ニ

御

座

候

故

、

及

廻

達

候

事

子

八

月

十

七

日

＊

福

原

越

後

＝

三

家

老

の

一

人

、

共

に

禁

門

の

変

の

責

を

負

う

(

元

治

元

子

ノ

八

月)

一

月

番

御

用

有

之

、

邑

政

堂

罷

出

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

増

野

弥

市

郎

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

を

以

沙

汰

相

成

候

故

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

先

般

御

進

発

御

供

の

銘

々

、

持

登

り

武

具

の

内

、

山

崎

天

王

(

山)

ニ

相

滞

候

分

御

詮

儀

の

趣

有

之

、

夫

寺

々

委

細

一

ッ

書

ニ

シ

テ

付

出

被

仰

付

候

条

、

来

月

五

日

限

り

月

番

所

取

縮

の

上

邑

政

堂

可

差

出

候

事

付

り

本

文

武

具

の

内

、

於

御

武

具

方

拝

借

の

品

は

其

段

付

印

可

被

申

事

子

ノ

八

月

十

九

日

（

元

治

元

子

ノ

八

月

）

一

月

番

御

用

有

之

邑

政

堂

罷

出

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

増

野

弥

市

郎

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

二

通

、

半

間

中

え

相

達

シ

候

様

ニ

と

の

授

ニ

付

、

及

廻

達

候

事

八

月

廿

五

日

別

紙

二

通

廉

今

般

旦

那

様

御

事

、

不

斗

の

御

運

無

是

非

徳

山

否

表

え

被

遊

御

出

候

委

細

は

別

紙

ニ

有

之

故

爰

ニ

略

子

八

月

(

元

治

元

子

ノ

八

月)

当

度

御

帰

邑

の

砌

、

御

軍

制

改

正

惣

軍

銃

隊

ニ

被

仰

付

暑

中

諸

稽

古

被

差

止

、

銃

隊

調

練

而

已

に

被

仰

付

候

思

召

有

之

、

其

段

沙

汰

被

仰

付

候

処

、

其

後

御

詮

儀

の

趣

有

之

先

当

分

諸

稽

古

止

ニ

被

仰

付

候

事

故

略

、

委

細

は

別

紙

有

之

候

事

子

八

月

廿

四

日
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【

１

１

７

頁

】

(

元

治

元

子

ノ

八

月)

一

月

番

御

用

の

儀

有

之

邑

政

堂

え

罷

出

候

様

申

来

り

候

ニ

付

増

野

太

兵

衛

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

授

の

趣

は

、

先

達

て

旦

那

様

徳

山

え

御

出

ニ

付

て

は

御

不

束

の

儀

奉

恐

入

、

御

半

間

内

よ

り

も

慎

の

儀

御

届

出

相

成

候

通

り

、

明

朝

よ

り

片

戸

〆

切

慎

居

候

様

当

役

中

も

申

合

せ

い

た

し

候

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

孰

も

慎

居

候

事子

ノ

八

月

廿

六

日

(

元

治

元

子

ノ

八

月)

一

月

番

御

用

の

儀

有

之

只

今

邑

政

堂

え

罷

出

候

様

申

来

り

候

ニ

付

増

野

弥

一

郎

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

え

相

達

シ

候

様

ニ

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

一

今

般

稽

古

方

の

儀

ニ

付

、

改

て

沙

汰

被

仰

付

候

所

、

御

詮

儀

の

趣

有

之

、

先

当

分

諸

稽

古

止

ニ

被

仰

付

候

事

子

ノ

八

月

廿

七

日

月

番

増

野

太

兵

衛

・

増

野

弥

一

郎

(

元

治

元)

子

ノ

九

月

四

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

内

藤

与

三

左

衛

門

罷

出

候

所

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

被

申

渡

候

趣

は

、

当

役

中

ニ

於

テ

も

歎

願

差

出

候

様

相

決

シ

候

間

、

御

半

間

中

ニ

テ

も

御

気

付

の

所

被

申

出

候

様

と

の

儀

ニ

付

別

紙

相

認

め

邑

政

堂

差

出

候

事

別

紙

左

の

通

り

此

度

京

都

変

動

の

儀

ニ

付

、

主

人

右

衛

門

介

殿

被

蒙

御

不

興

、

徳

山

御

預

ケ

被

仰

付

、

先

月

彼

地

被

差

越

、

謹

て

奉

厳

命

慎

被

罷

居

、

於

家

来

中

も

欽
（
マ

マ
）

誠

ニ

以

恐

入

領

分

引

纏

ひ

鎮

静

仕

居

、

追

々

徳

山

御

引

受

の

御

様

子

承

り

候

処

、

誠

ニ

厳

禁

の

御

構

全

囚

獄

同

様

の

儀

ニ

て

、

家

来

壱

人

被

残

置

候

え

共

主

人

用

便

等

も

一

向

不

得

仕

、

朝

夕

の

目

通

り

【

１

１

８

頁

】

も

相

成

不

申

、

辛

難

の

程

深

ク

被

察

候

然

処

右

衛

門

介

殿

近

来

病

身

ニ

て

胸

痛

間

々

差

起

り

被

致

難

儀

事

ニ

候

え

ハ

、

只

今

の

通

り

ニ

て

は

身

命

取

凌

の

儀

も

如

何

可

有

之

哉

、

且

於

部

屋

向

ニ

徳

山

の

様

子

追

々

被

致

承

知

、

不

被

為

安

寝

食

共

苦

心

の

余

り

当

節

病

気

差

起

彼

是

の

次

第

見

聞

仕

候

て

は

、

誠

ニ

臣

下

の

哀

痛

不

過

之

奉

存

候

将

又

当

御

時

節

誠

ニ

切

迫

の

至

、

殊

ニ

須

佐

領

の

儀

ハ

肝

要

成

ル

石

州

境

も

御

座

候

え

は

何

時

外

患

有

之

程

も

難

斗

、

嫡

子

精

二

郎

殿

未

タ

幼

少

中

、

於

家

来

中

も

別

而

空

ニ

打

過

キ

候

て

は

不

相

済

段

は

勿

論

の

事

ニ

候

え

共

、

前

件

の

参

り

懸

り

思

君

の

誠

情

不

堪

悲

哀

執

□

の

心

更

ニ

無

御

座

、

歎

嗟

涕

泣

而

已

ニ

送

り

暮

十

方

罷

居

申

候

間

、

微

臣

の

寸

魂

少

ハ

御

賢

察

被

成

下

、

格

別

の

御

詮

儀

振

り

を

以

御

寛

典

被

仰

付

、

何

卒

於

領

分

厳

重

の

御

警

衛

ニ

て

親

類

衆

え

御

預

ケ

被

仰

付

被

下

候

ハ

ヽ

、

於

主

人

も

身

命

被

致

取

凌

、

於

家

来

中

も

一

入

奮

発

興

起

可

仕

候

若

前

件

不

相

調

節

は

、

於

徳

山

囚

獄

同

様

の

御

厳

法

寛

宥

ニ

被

仰

付

被

下

候

ハ

ヽ

、

臣

下

私

共

少

は

愁

を

開

キ

後

日

の

公

裁

相

待

可

申

奉

存

候

梏先

日

於

徳

山

供

人

数

中

よ

り

歎

願

差

出

、

又

々

家

来

中

よ

り

御

歎

キ

申

出

候

段

ハ

千

万

多

恐

奉

存

候

え

共

、

主

従

の

情

実

不

得

止

次

第

御

座

候

間

、

此

段

宜

様

被

仰

談

可

被

下

候

奉

願

候

已

上

子

ノ

九

月

宅

野

太

郎

・

内

藤

与

三

左

衛

門

＊

暮

十

方

＝

途

方

に

暮

れ

る

、

十

方

は

途

方

元

治

元

子

ノ

九

月

十

五

日

一

御

用

の

義

有

之

候

条

、

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

宅

野

太

郎

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

別

紙

歎

願

書

被

相

渡

、

本

文

儀

ニ

少

々

増

減

も

有

之

候

え

共

大

意

相

認

懸

御

目

ニ

申
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【

１

１

９

頁

】

候

と

の

儀

ニ

付

、

即

刻

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

歎

願

の

写

此

度

京

都

変

動

ニ

付

て

は

、

右

衛

門

介

殿

被

蒙

御

不

興

、

徳

山

え

御

預

ケ

身

柄

禁

固

被

仰

付

、

誠

以

恐

入

候

御

儀

御

座

候

御

譴

責

の

儀

ハ

御

大

典

を

以

被

仰

付

候

筋

ニ

可

有

之

候

え

共

、

私

共

臣

下

の

身

分

ニ

て

ハ

眼

前

の

艱

難

不

堪

見

分

、

不

得

止

歎

願

申

出

候

趣

ハ

、

主

人

先

年

よ

り

御

奉

公

向

一

途

ニ

被

遂

精

勤

、

相

模

国

御

備

場

ニ

出

陣

且

江

戸

度

々

の

御

供

、

直

様

京

師

御

滞

留

御

周

旋

筋

御

輔

翼

被

申

上

候

引

続

キ

昨

年

上

京

、

八

月

十

八

日

の

変

動

何

レ

も

不

容

易

御

時

節

ニ

候

え

共

、

報

国

の

忠

節

一

途

ニ

被

相

励

千

辛

万

苦

被

遂

其

節

曩

祖

牛

庵

殿

已

来

御

当

家

重

大

の

被

蒙

御

鴻

恩

、

代

々

御

奉

公

被

致

無

二

の

覚

悟

の

段

ハ

吉

川

家

被

対

も

深

重

の

血

誓

取

替

シ

の

儀

、

恐

多

も

仰

徳

神

君

御

照

覧

の

前

末

代

無

相

違

、

粉

骨

の

御

奉

公

は

祖

先

え

対

し

候

て

も

当

然

の

儀

と

被

相

心

得

、

況

ヤ

主

人

弱

冠

よ

り

御

憐

撫

を

以

仕

途

被

召

出

、

是

迄

別

而

御

籠

遇

の

儀

ハ

、

寝

食

の

間

も

不

被

致

忘

却

、

何

卒

御

恩

沢

の

万

一

を

被

報

度

、

取

分

ケ

被

致

尽

力

近

年

一

途

ニ

公

事

え

一

身

を

被

委

、

自

家

の

儀

ハ

何

も

被

捨

置

、

依

て

ハ

家

産

も

追

々

空

乏

旅

用

軍

費

も

尽

果

候

へ

共

、

只

上

下

霜

寝

露

宿

艱

難

被

相

極

メ

、

自

国

他

国

の

御

役

筋

一

向

不

被

譲

人

被

遂

其

節

、

於

内

輪

被

申

諭

候

儀

は

、

近

ク

ハ

当

尊

侯

身

ニ

余

リ

候

御

仁

恩

、

遠

ク

ハ

祖

先

歴

代

難

有

被

召

置

候

家

名

の

瑕

瑾

竭

家

尽

身

候

て

も

此

時

節.

忠

勤

不

申

上

て

は

報

国

の

一

端

不

相

立

と

被

存

込

於

微

臣

私

共

式

と

其

意

を

遵

奉

罷

居

候

所

、

今

般

京

都

変

動

の

趣

ニ

付

、

不

図

御

厳

譴

の

身

分

と

被

罷

成

、

愈

以

残

念

至

極

奉

存

候

い

よ
い
よ

其

節

於

山

崎

、

政

府

御

建

議

の

儀

は

臣

等

所

管

ニ

無

御

坐

候

え

共

、

倍

々

愚

考

仕

候

ニ

、

好

賊

千

計

万

略

相

巧

ミ

、

正

議

の

御

国

と

シ

テ

却

而

反

逆

の

(

マ
マ)

【

１

２

０

頁

】

名

を

蒙

り

候

追

付

相

願

ひ

終

ニ

ハ

皇

国

の

神

祇

お

っ

つ

け

為

戎

狄

令

頽

敗

の

先

導

在

小

国

、

忘

於

国

の

朝

敵

種

々

の

邪

曲

を

構

え

目

前

ニ

触

れ

候

よ

り

不

堪

憤

ニ

、

猶

一

途

ニ

為

国

家

逆

賊

相

除

キ

候

手

談

被

相

建

候

乎

、

又

ハ

外

ニ

議

論

も

為

有

之

哉

ニ

候

え

共

、

縮

ル

所

右

一

挙

よ

り

御

国

御

大

事

の

御

場

合

ニ

立

行

候

段

ハ

奉

恐

入

候

乍

去

前

件

申

上

候

主

人

年

来

の

素

志

ニ

て

は

、

忠

義

一

途

ニ

て

其

時

の

穿

鑿

不

被

行

届

、

終

ニ

賊

計

ニ

堕

り

候

儀

ハ

口

惜

次

第

、

是

と

申

も

義

気

激

烈

ニ

余

り

何

卒

報

国

の

丹

心

被

相

果

度

被

存

入

、

却

而

軽

挙

ニ

相

成

り

候

筋

、

於

此

段

ハ

今

更

噛

臍

の

思

ヒ

残

悔

無

限

り

候

え

共

、

畢

竟

主

人

於

存

慮

ハ

真

心

の

一

徹

よ

り

被

踏

込

候

儀

ニ

て

、

一

毫

の

不

忠

節

被

差

構

筋

ニ

無

之

、

青

天

白

日

を

盟

ヒ

有

忠

志

而

無

私

心

段

、

乍

不

及

微

臣

等

常

々

付

添

見

聞

仕

候

儀

、

於

官

府

も

是

迄

の

御

奉

公

振

り

御

手

当

も

可

有

之

儀

ニ

奉

存

候

就

て

は

此

度

の

罪

条

赤

心

忠

不

忠

の

所

、

其

濫

觴

御

憐

察

被

成

下

、

偏

ニ

参

り

懸

り

御

斟

分

を

以

、

追

々

御

寛

典

被

処

候

様

御

所

置

被

成

下

候

ハ

ヽ

、

於

臣

等

も

此

上

御

供

恩

蒼

海

猶

浅

可

奉

感

涙

候

乍

（
洪

）

去

只

今

主

人

の

幽

囚

其

科

を

以

御

国

の

御

名

分

を

被

正

候

儀

、

是

又

無

余

儀

次

第

、

於

主

人

は

欽

慎

被

罷

居

猶

更

報

国

の

一

端

ニ

相

当

り

候

え

共

、

幾

応

も

今

般

の

儀

ハ

時

所

を

被

誤

候

一

途

ニ

て

、

為

国

家

毫

厘

の

私

曲

無

之

段

は

能

々

御

弁

別

を

以

、

結

局

の

御

捌

キ

は

偏

ニ

功

罪

相

償

の

御

憐

恕

を

以

御

寛

宥

ニ

立

行

候

様

御

執

斗

の

程

奉

歎

候

と

り
は

か

ら
い

尤

主

人

幽

囚

中

差

当

り

心

身

疲

弊

の

憂

も

旦

夕

ニ

御

坐

候

間

、

是

又

御

規

則

相

立

候

ハ

ヽ

、

心

身

取

凌

キ

相

成

り

候

丈

ケ

ニ

御

緩

メ

の

御

詮

議

被

仰

付

被

下

候

ハ

ヽ

、

主

従

の

淵

底

謹

て

公

裁

を

相

待

の

外

、

一

向

異

儀

無

御

坐

候

条

、

此

段

を

も

御

憐

察

奉

仰

候

今

程

御

邦

典

被

相

立

候

御

裁

許

央

、

微

（
般

カ

）

臣

の

身

分

歎

願

の

儀

恐

多

奉

存

候

え

共

、

幾

重

も

臣

子

の

情

実

主

人

平

生

御

奉

公

向

一

大

事

ニ

シ

テ

へ

い

ぜ

い
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【

１

２

１

頁

】

家

事

を

も

被

捨

置

、

老

親

稚

児

の

恋

慕

も

不

被

顧

一

途

ニ

被

致

勉

励

候

忠

志

、

今

程

却

而

身

の

不

幸

（
般ｶ

）

と

相

成

候

段

幾

応

も

残

念

無

限

り

奉

存

候

ニ

付

、

不

得

止

主

人

平

生

の

志

願

見

聞

の

処

を

以

、

御

歎

キ

仕

候

間

偏

ニ

高

明

正

大

の

御

感

弁

を

以

、

寛

大

（

マ
マ

）

の

御

所

置

被

相

行

候

様

、

伏

て

奉

歎

願

候

条

、

此

段

宜

様

御

建

議

の

程

奉

祈

候

謹

白

子

ノ

九

月

宅

野

太

郎

・

内

藤

与

三

左

衛

門

＊

歎

願

＝

九

月

四

日

付

の

も

の

を

書

き

な

お

し

提

出

に

あ

た

っ

て

は

更

に

修

正

し

た

＊

牛

庵

＝

元

祥(

須

佐

初

代)

＊

重

大

＝

重

代(

祖

先

か

ら

代

々

伝

わ

る)

＊

吉

川

＝

岩

国

吉

川

氏

、

益

田

氏

と

深

い

関

係

が

あ

る

＊

仰

徳

神

君

＝

毛

利

元

就

の

こ

と

＊

家

名

の

瑕

瑾

竭

家

尽

身

＝

家

名

を

暇

つ

け

財

を

か

き

ん

い

え

つ

き

み

つ

く

し

果

た

し

身

極

ま

っ

て

も

＊

式

＝

自

分

を

へ

り

く

だ

っ

た

言

葉

＊

戎

狄

＝

化

外

の

民

、

え

び

す

、

夷

狄

＊

噛

臍

＝

悔

い

る

ご
う
せ
い

＊

淵

底

＝

ど

ん

底

、

深

い

事

情

＊

御

歎

キ

＝

歎

願

同(

元

治

元

甲

子)

九

月

廿

六

日

一

御

用

の

義

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

と

の

儀

ニ

付

内

藤

与

三

左

衛

門

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

別

紙

の

通

り

半

間

中

へ

相

達

シ

候

様

と

の

儀

ニ

付

、

即

刻

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

来

月

朔

日

よ

り

是

迄

稽

古

日

の

通

り

稽

古

被

仰

付

候

尤

当

時

相

の

儀

ニ

候

え

は

出

勤

の

銘

々

穏

便

の

心

得

肝

要

ニ

候

事

付

り

大

小

銃

共

砲

発

并

太

鼓

打

方

不

相

成

候

事

子

ノ

九

月

宅

野

太

郎

・

内

藤

与

三

左

衛

門

【

１

２

２

頁

】

元

治

元

甲

子

ノ

十

一

月

朔

日

暮

六

ッ

時

一

只

今

御

用

の

儀

有

之

候

条

邑

政

堂

え

両

人

罷

出

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

城

一

隼

雄

・

松

原

宗

兵

衛

罷

出

候

所

、

職

役

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

授

の

趣

は

、

今

四

ッ

時

小

国

融

蔵

儀

御

内

輪

え

為

相

談

山

口

よ

り

急

キ

夜

通

し

罷

帰

り

申

出

候

趣

は

、

幕

府

よ

り

追

討

の

御

沙

汰

も

有

之

、

京

都

変

動

後

は

正

儀

の

人

物

、

於

当

節

追

々

被

召

捕

（

マ

マ
）

入

牢

被

仰

付

候

様

の

事

ニ

候

え

は

、

御

三

太

夫

の

御

身

上

は

如

何

様

の

御

沙

汰

有

之

候

所

難

斗

事

ニ

候

え

は

、

御

三

太

夫

の

御

家

来

中

、

山

口

諸

隊

の

内

三

隊

よ

り

御

三

太

夫

・

御

六

卿

方

の

御

供

仕

、

御

領

分

え

罷

越

、

三

田

尻

軍

艦

不

残

御

領

海

へ

廻

シ

置

候

様

、

於

山

口

申

合

候

由

申

出

候

右

ニ

付

御

聞

せ

致

候

と

の

事

付

り

小

国

融

蔵

方

日

新

堂

罷

出

諸

半

間

稽

古

人

数

中

申

合

見

候

所

、

諸

隊

の

気

付

筋

は

多

分

不

落

着

有

之

、

先

歎

願

の

ミ

申

合

、

融

蔵

方

其

夜

山

口

ヘ

罷

越

候

事

付

り

福

原

・

国

司

御

領

分

え

も

同

様

ニ

て

罷

帰

り

候

由

の

事

一

前

断

授

ニ

付

即

刻

集

会

相

催

申

合

見

候

所

御

家

御

大

事

の

部

ニ

立

到

り

可

申

候

ニ

付

、

融

蔵

方

申

出

候

所

一

統

不

落

着

ニ

て

、

歎

願

差

出

候

て

は

と

申

合

相

成

候

処

、

当

役

衆

よ

り

の

歎

願

出

候

事

ニ

候

え

は

半

間

中

よ

り

差

出

不

申

共

役

所

の

歎

願

出

来

候

ハ

ヽ

拝

見

仕

度

段

及

相

談

、

可

然

の

申

合

せ

相

成

月

番

よ

り

其

段

申

出

置

候

事

＊

山

口

諸

隊

＝

奇

兵

隊

を

い

う

＊

六

卿

＝

三

条

実

美

外

五

卿

を

い

う

＊

福

原

＝

三

太

夫

の

一

人

福

原

越

後

同

三

日

夜

九

ッ

時

一

只

今

御

用

の

儀

有

之

候

条

邑

政

堂

罷

出

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

城

一

隼

雄

罷

出

候

所

、

益

田

三

郎
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【

１

２

３

頁

】

左

衛

門

方

よ

り

被

申

聞

候

趣

は

、

再

度

の

歎

願

書

当

役

中

申

合

相

調

候

ニ

付

懸

御

目

ニ

可

申

、

何

そ

御

気

付

有

之

候

ハ

ヽ

無

御

遠

慮

御

申

出

候

様

と

の

事

ニ

て

被

渡

候

ニ

付

取

帰

り

候

事

歎

願

書

写

再

度

の

歎

願

恐

入

候

儀

ニ

御

座

候

へ

共

、

主

人

右

衛

門

介

殿

御

譴

責

の

筋

を

以

徳

山

ニ

て

幽

閉

被

仰

付

、

依

て

先

般

家

来

中

よ

り

懇

願

書

差

出

候

所

、

其

後

為

何

儀

も

不

被

仰

出

候

ニ

付

、

君

臣

の

惰

実

な

ん

た

る

ぎ

誠

以

不

堪

苦

心

、

旦

夕

泣

涕

罷

居

候

然

所

追

々

四

境

ニ

敵

情

切

迫

の

形

勢

ニ

相

成

、

只

今

ニ

て

は

正

儀

の

御

国

体

を

全

ク

非

分

ニ

申

堕

、

要

路

の

姦

兇

偽

て

追

討

の

朝

命

を

乞

請

候

儀

共

、

切

歯

無

限

次

第

ニ

御

座

候

於

只

今

ハ

主

人

身

上

の

儀

ハ

、

一

途

ニ

尊

攘

の

御

趣

旨

御

貫

徹

の

儀

と

被

致

躰

認

、

先

達

て

京

師

の

一

挙

よ

り

今

朝

の

御

国

難

相

迫

り

、

誠

心

の

微

忠

も

不

相

立

如

何

程

歟

残

懐

不

堪

、

想

像

素

よ

り

為

国

家

身

命

を

被

弱

候

従

前

の

決

心

可

有

之

候

え

共

暗

ニ

姦

穽

ニ

被

陥

候

ハ

千

載

の

.

遺

憾

無

限

候

へ

共

、

先

日

も

歎

願

仕

候

様

赤

心

の

忠

節

御

弁

別

を

以

、

御

裁

断

の

程

偏

ニ

奉

希

候

誠

ニ

当

節

の

形

勢

ニ

て

は

四

境

の

太

勢

何

時

襲

来

も

難

図

儀

ニ

候

所

、

此

上

も

朝

命

御

遵

奉

を

被

為

望

御

恭

順

を

以

御

取

扱

の

儀

被

仰

出

相

励

仕

候

就

て

は

主

人

身

分

の

前

、

御

厳

禁

ハ

勿

論

の

儀

ニ

候

へ

共

於

領

分

始

抹

被

仰

付

置

候

ハ

ヽ

、

只

今

の

身

廻

り

家

政

え

相

拘

り

候

儀

ハ

毛

頭

無

之

、

異

変

の

節

ハ

何

も

惣

御

奉

行

よ

り

御

指

揮

有

之

事

ニ

候

へ

共

、

乍

禁

固

中

主

人

身

柄

領

分

被

引

取

居

候

ハ

ヽ

、

乍

陰

主

人

の

威

厳

を

以

、

自

然

と

家

来

中

の

粗

暴

も

有

之

間

敷

諸

励

の

一

端

ニ

可

相

成

候

間

、

旁

の

旨

趣

得

と

御

英

断

被

下

、

猶

委

曲

は

先

書

相

預

候

筋

御

憐

考

被

成

下

御

詮

儀

の

程

幾

重

も

奉

懇

願

候
月

日

【

１

２

４

頁

】

同(

元

治

元

子

ノ

十

一

月)

四

日

一

右

歎

願

の

儀

ニ

付

、

於

松

原

宗

兵

衛

宅

集

会

相

催

入

披

見

候

所

、

申

合

廉

々

一

ッ

書

ニ

シ

テ

歎

願

書

え

相

添

差

出

候

所

、

家

の

気

付

筋

ニ

て

可

申

合

、

猶

又

非

と

有

之

ケ

条

は

御

内

輪

の

落

着

ニ

難

及

儀

ニ

付

、

此

内

問

書

致

置

申

候

相

分

り

次

第

御

知

せ

可

申

と

の

事

ニ

て

候

事

覚

一

差

懸

儀

ニ

付

、

歎

願

書

の

内

え

急

速

に

御

沙

汰

相

成

候

様

ニ

と

の

儀

、

相

加

へ

候

て

は

如

何

ニ

可

有

之

哉

段

ニ

シ

テ

共

差

出

候

て

可

然

哉

□

一

異

変

の

節

、

御

内

輪

人

数

少

々

徳

山

罷

出

御

警

衛

申

上

度

候

段

、

願

下

ケ

置

候

て

は

如

何

ニ

可

有

之

哉

外

ニ

一

異

変

の

節

、

御

家

来

中

心

得

方

如

何

ニ

相

心

得

候

て

可

然

哉

〆右

三

筆

歎

願

書

え

相

添

差

出

候

事

同

六

日

御

用

の

儀

有

之

候

条

、

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

松

原

宗

兵

衛

罷

出

候

所

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

授

有

之

候

趣

ハ

、

昨

日

萩

よ

り

御

目

付

方

被

差

出

田

万

村

滞

留

の

由

ニ

御

座

候

.

然

ル

処

爰

元

立

名

ニ

て

三

郎

左

衛

門

方

相

対

ニ

て

被

申

聞

候

趣

は

、

公

儀

御

恭

順

の

御

沙

汰

追

々

相

成

、

御

鎮

静

為

見

届

出

役

相

成

候

御

家

来

中

参

会

等

不

被

仕

、

領

分

相

慎

居

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

御

座

候

尚

又

下

人

の

儀

ハ

主

人

々

々

よ

り

手

堅

ク

申

聞

せ

候

と

の

儀

ニ

御

座

候

故

、

早

速

半

間

中

え

及

廻

達

候

事

月

番

城

一

隼

雄

・

松

原

宗

兵

衛

＊

萩

よ

り

御

目

付

方

＝

藩

政

府

よ

り

鎮

静

使

来

る

本

藩

目

付

＝

村

尾

治

兵

衛

・

小

笠

原

次

郎

太

郎
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【

１

２

５

頁

】

末

家

益

田

石

見

＊

立

名

＝

名

前

を

出

し

て

面

会

を

求

め

る

こ

と

＊

相

対

＝

膝

詰

談

判

、

二

人

差

向

い

で

、

こ

こ

で

は

面

会

の

意

同(

元

治

元

子

ノ

十

一

月)

九

日

一

只

今

御

用

の

儀

有

之

邑

政

堂

罷

出

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

大

谷

小

源

二

罷

出

候

所

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

御

沙

汰

書

被

渡

候

て

、

此

砌

別

而

鎮

静

の

儀

肝

要

の

事

と

授

相

成

候

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

御

沙

汰

書

写

益

田

右

衛

門

介

親

類

中

并

家

老

共

右

先

達

て

当

役

中

よ

り

申

聞

置

候

通

り

嫡

子

精

次

郎

致

補

佐

、

用

ニ

相

立

候

様

申

合

精

々

可

令

心

遣

、

尤

右

衛

門

介

身

上

ニ

付

如

何

様

申

付

候

共

家

来

中

末

々

ニ

至

迄

不

心

得

の

儀

於

無

之

は

、

家

名

無

相

違

可

立

遣

ニ

付

屹

度

令

鎮

静

可

申

聞

候

事

同

十

日

一

公

儀

よ

り

被

仰

聞

候

趣

ニ

付

て

は

、

於

大

谷

小

源

治

宅

集

会

相

催

申

合

候

所

、

御

沙

汰

書

の

内

ニ

、

家

来

中

末

々

ニ

至

迄

不

心

得

の

儀

於

無

之

は

家

名

無

相

違

可

立

遣

と

有

之

、

家

名

と

申

処

色

々

申

合

見

候

え

共

御

家

督

え

相

当

候

哉

、

只

御

家

名

斗

え

相

当

候

哉

、

難

及

落

着

ニ

付

、

致

問

出

候

処

、

於

邑

政

堂

も

同

様

決

着

ニ

難

及

由

ニ

て

、

其

内

相

分

り

次

第

御

聞

可

申

と

の

事

ニ

候

事

月

番

城

一

隼

雄

・

大

谷

小

源

治

松

原

宗

兵

衛

【

１

２

６

頁

】

同(

元

治

元

十

一

月)

十

二

日

白

七

ッ

時

一

只

今

御

用

の

儀

有

之

候

条

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

、

大

谷

小

源

二

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

被

申

聞

候

趣

ハ

、

昨

十

一

日

徳

山

立

の

飛

脚

便

先

刻

到

着

ニ

て

、

昨

十

一

日

国

司

信

濃

様

え

、

今

十

二

日

割

腹

被

仰

付

候

と

の

御

沙

汰

相

成

申

来

候

就

而

は

旦

那

様

の

所

は

未

タ

格

別

御

沙

汰

筋

は

無

之

候

へ

共

、

何

レ

御

同

様

の

御

事

ニ

て

可

有

之

、

右

ニ

付

集

会

等

の

儀

は

不

宜

鎮

静

肝

要

の

事

ニ

候

昨

日

益

田

主

殿

様

・

小

笠

原

次

郎

太

郎

殿

ニ

も

為

鎮

静

被

差

出

候

訳

ニ

候

え

は

、

別

而

不

心

得

無

之

様

鎮

静

第

一

ニ

候

段

授

有

之

、

早

速

両

通

ニ

シ

テ

及

廻

達

候

事

月

番

大

谷

小

源

次

・

松

原

宗

兵

衛

山

崎

十

郎

左

衛

門

◎

『

回

天

実

記

』

に

よ

れ

ば

十

三

日

払

暁

徳

山

よ

り

飛

報

あ

り

一

昨

十

一

日

徳

山

操(

総)

持

院

に

於

て

主

君

御

屠

腹

、

御

逝

去

あ

ら

せ

ら

れ

た

り

と

。

十

一

日

夜

九

ッ

時

御

切

腹

、

伺

候

拝

謁

を

乞

う

.

と

雖

も

許

さ

れ

ず

十

三

日

夜

四

ッ

時

全

柳

寺

御

着

駕

。

十

四

日

昼

四

ッ

時

御

発

駕

、

七

ッ

時

大

薀

寺

御

.

着

駕

あ

り

十

五

日

夜

暴

雨

軸

を

流

す

、

御

葬

送

式

執

行

あ

り

。

高

正

院

殿

大

義

全

明

居

士

と

諡

す

同(

元

治

元

子

十

一

月)

十

九

日

一

高

正

院

殿

初

度

御

法

事

ニ

付

、

非

役

大

組

中

よ

り

旧

例

の

通

り

御

物

仕

度

段

願

出

候

事

供

覚

書

左

の

通

り

覚

初

度

御

法

事

の

節

、

非

役

半

間

中

よ

り

旧

例

の

通

リ

御

備

物

仕

度

奉

願

候

条

、

此

段

御

の

節

宜

様

席
序

？
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【

１

２

７

頁

】

御

取

成

可

被

下

候

頼

存

候

已

上

月

日

月

番

連

名

当

無

し

（
宛
）

付

り

願

出

候

段

大

組

本

人

斗

り

え

及

廻

達

候

其

節

格

段

御

備

物

相

成

候

御

衆

中

は

、

被

成

御

振

紙

被

差

廻

候

様

ニ

と

及

廻

達

候

事

月

番

大

谷

小

源

次

・

松

原

宗

兵

衛

＊

初

度

御

法

事

＝

初

七

日

＊

大

組

＝

士

階

級

の

一

同(

元

治

元

子

十

二

月)
八

日
(

文

意

、

月

番

者

氏

名

よ

り

十

二

月

と

推

定

し

た)

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

今

朝

邑

政

堂

へ

罷

出

候

様

と

の

儀

ニ

付

吉

賀

徳

藏

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙(

の)

通

り

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

右

来

ル

十

日

十

一

日

例

年

の

通

り

、

餅

米

大

小

豆

勘

渡

被

仰

付

候

条

、

右

日

限

無

間

違

取

下

ケ

可

有

之

候

事

同

日

月

番

吉

賀

徳

蔵

・

井

上

亀

槌

同

十

一

日

一

高

正

院

殿

御

四

十

九

日

御

法

事

ニ

付

、

非

役

大

組

中

よ

り

旧

例

の

通

り

、

御

備

物

仕

度

段

願

出

候

事
覚

書

左

の

通

り

覚

御

四

十

九

日

御

法

事

の

節

、

非

役

半

間

中

よ

り

旧の

例

の

通

り

御

備

物

仕

度

奉

願

候

条

、

此

段

御

席序
？

節

宜

様

御

取

成

可

被

下

頼

存

候

已

上

同

日

月

番

連

名

当

無

し

（

宛

）

【

１

２

８

頁

】

付

り

願

出(

候)

段

大

組

本

人

斗

り

え

及

廻

達

候

其

節

別

段

ニ

御

備

物

相

成

候

御

衆

中

ハ

被

成

御

振

紙

、

被

差

廻

候

様

ニ

と

及

廻

達

候

事

月

番

吉

賀

徳

蔵

・

井

上

亀

槌

覚

一

高

正

院

殿

御

四

十

九

日

御

法

事

ニ

付

、

非

役

半

間

中

よ

り

御

備

物

と

シ

テ

御

線

香

移

料

ト

シ

テ

（

カ
）

八

○

弐

匁

旧

例

の

通

り

御

寺

え

遣

し

候

事

＊

八

○

＝

八

十

文

銭

の

こ

と

、

八

○

銭

・

八

○

等

は

ち

ま

る

せ

ん

、

は

ち

ま

る

同(

元

治

元

子

ノ

十

二

月)

十

二

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

邑

政

堂

え

罷

出

候

様

申

来

り

候

ニ

付

吉

賀

徳

蔵

罷

出

候

処

、

職

座

益

田

三

郎

左

衛

門

よ

り

内

授

の

趣

は

、

先

達

て

集

会

被

差

留

置

候

処

、

追

々

暮

詰

頼

母

子

等

の

閊

筋

も

可

有

之

哉

ニ

候

え

共

、

随

分

と

穏

便

ニ

シ

テ

会

座

等

は

相

闡

候

て

も

可

然

と

の

事

ニ

御

座

候

え

ひ

ら
き

は

、

右

の

次

第

被

成

御

承

知

候

て

早

々

御

順

達

の

上

、

廻

詰

よ

り

各

間

へ

差

戻

被

下

候

為

其

及

廻

達

候

已

上月

番

吉

賀

徳

蔵

・

井

上

亀

槌

同

十

九

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

今

朝

邑

政

堂

へ

罷

出

候

様

申

来

り

候

ニ

付

井

上

亀

槌

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

え

相

達

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

御

進

発

御

供

中

当

夏

御

進

発

ニ

付

御

供

の

銘

々

不

容

易

迷

惑

筋

も

有

之

事

ニ

付

、

夫

々

御

見

割

を

以

御

詮

儀

被

仰

付

度

儀

ニ

候

え

共

、

不

斗

も

此

度

御

大

変

ニ

付

て

ハ

左

迄

の

御

詮

儀

も

難

被

行

届

、

乍

纔

高

百

石

ニ

付

弐

石

の

当

り

を

以

、

御

心

付

銀

被

仰

付

候

事
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【

１

２

９

頁

】

付

り

来

ル

廿

四

日

五

日

両

日

の

間

、

御

仕

組

方

於

役

所

御

下

銀

被

仰

付

候

条

、

受

方

可

有

之

、

右

日

限

過

候

て

ハ

当

年

の

御

払

下

ニ

は

不

被

仰

付

候

事

子

十

二

月

(

元

治

元

子

ノ

十

二

月)

当

年

従

公

儀

、

御

馳

走

石

三

歩

方

の

御

宥

免

被

仰

出

候

ニ

付

て

ハ

、

御

内

輪

の

処

も

当

夏

已

来

不

容

易

御

物

入

、

殊

ニ

此

度

の

御

凶

変

ニ

付

て

は

不

一

形

御

差

詰

の

儀

ニ

候

え

共

、

御

家

来

中

の

儀

も

上

え

準

シ

何

れ

も

御

遣

方

等

多

ク

、

大

荘

の

迷

惑

筋

難

渋

の

段

ハ

連

々

被

聞

召

上

候

儀

ニ

付

、

格

別

の

御

詮

儀

を

以

公

儀

並

高

百

石

ニ

付

三

石

宛

の

御

馳

走

被

懸

御

宥

免

候

当

年

祐

相

成

儀

ニ

候

え

は

昨

こ

そ

年

並

ニ

は

被

仰

付

度

儀

ニ

候

え

共

、

公

儀

向

の

御

振

相

も

有

之

、

且

御

難

渋

の

御

内

輪

此

上

の

難

被

（
合

）

及

御

詮

儀

ニ

、

前

条

の

通

り

被

仰

出

候

間

、

思

召

の

処

能

々

奉

感

戴

、

弥

以

御

奉

公

の

覚

悟

可

有

之

候

事

付

り

本

文

御

返

石

米

ノ

儀

ハ

、

尤

来

春

ニ

勘

渡

被

仰

付

候

事

子

十

二

月
月

番

吉

賀

徳

蔵

・

井

上

亀

槌

同(

元

治

元

子

十

二

月)

廿

六

日

一

御

用

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

へ

罷

出

候

様

申

来

り

候

ニ

付

吉

賀

徳

蔵

罷

出

候

処

、

職

役

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

授

ケ

の

趣

は

、

当

夏

御

進

発

御

供

中

へ

御

心

附

銀

と

シ

テ

御

渡

シ

方

被

成

候

処

、

於

役

所

算

用

違

ひ

有

之

候

と

の

事

、

算

用

の

儀

は

禄

金

判

ニ

て

御

渡

し

方

相

成

候

筈

の

処

、

又

金

判

ニ

て

御

渡

シ

方

相

成

候

ニ

付

過

銀

有

之

候

間

、

最

早

当

暮

ハ

差

掛

り

来

春

御

渡

し

被

相

成

候

と

の

授

ケ

有

之

候

間

、

早

速

及

廻

達

候

事

月

番

井

上

亀

槌

・

吉

賀

徳

蔵

【

１

３

０

頁

】

元

治

二

丑

ノ

正

月

九

日

御

用

有

之

候

段

申

来

候

ニ

付

松

野

重

内

邑

政

堂

え

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

へ

相

達

し

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

及

廻

達

候

事
別

紙

左

の

逓

り

是

迄

於

育

英

館

習

字

場

被

相

立

、

諸

士

中

の

童

幼

罷

出

候

様

被

仰

付

有

之

候

処

、

御

詮

儀

の

趣

有

之

、

已

来

右

習

字

場

ニ

不

限

、

於

世

上

も

勝

手

次

第

相

学

ひ

候

様

被

仰

付

候

事

付

り

本

文

の

通

り

被

仰

付

候

え

は

、

於

に

下

習

字

場

相

立

候

儀

不

及

用

捨

候

事

丑

ノ

正

月

同

十

七

日

同

断

ニ

付

松

野

重

内

罷

出

候

処

、

別

紙

の

通

り

半

間

中

へ

相

達

候

と

の

儀

ニ

付

、

早

々

及

廻

達

候

猶

、

前

断

の

趣

ニ

付

十

八

日

俣

賀

多

禄

宅

お

ゐ

て

集

会

相

催

申

合

候

処

、

格

別

気

付

も

無

之

ニ

付

其

段

申

出

候

事

別

紙

左

の

通

り

御

書

下

ケ

写

益

田

右

衛

門

介跡

右

家

名

立

遣

候

段

は

先

達

て

申

聞

置

候

処

、

鎮

静

方

行

届

候

ニ

付

、

先

知

の

儀

も

弥

以

無

相

違

可

立

遣

候

条

其

旨

能

々

相

心

得

、

暴

動

為

追

討

早

々

人

数

可

差

出

候

事

＊

暴

動

＝

藩

政

府

は

大

田

方

面

の

戦

況

ふ

る

わ

ず

(
対

奇

兵

隊)

出

兵

を

命

じ

た

(

同

廿

九

日)

同

廿

九

日

呼

出

ニ

て

松

野

重

内

罷

出

候

処

、

外

ニ

松

原

惣

左

衛

門

・

小

原

権

兵

衛

・

山

崎

十

郎

左

衛
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【

１

３

１

頁

】

門

呼

出

ニ

て

一

同

ニ

授

ケ(

の)

趣

ハ

、

此

度

脱

走

の

人

数

よ

り

届

出

の

写

拝

見

被

仰

付

、

此

已

後

ケ

様

の

儀

共

有

之

候

て

ハ

御

家

督

の

御

妨

ニ

共

相

成

候

て

ハ

不

相

済

候

間

、

御

半

間

中

得

と

被

仰

合

何

そ

御

気

付

も

有

之

候

ハ

ヽ

其

段

可

被

仰

出

候

左

候

ハ

ヽ

得

と

可

申

合

と

の

儀

ニ

付

、

翌

晦

日

、

松

野

重

内

宅

ニ

て

集

会

相

催

候

処

、

格

別

の

気

付

も

無

之

其

段

申

出

候

事

付

り

別

紙

届

出

の

写

廻

文

へ

冊

添

置

候

事

付

り

本

文

ニ

付

て

ハ

格

別

気

付

も

無

之

、

左

の

通

り

致

問

書

候

事

問

書

廉

々

覚

一

昨

年

於

山

崎

、

器

械

紛

失

の

銘

々

へ

早

速

御

貸

渡

被

仰

付

可

被

下

候

事

一

御

内

輪

の

御

手

組

拝

見

仕

度

存

候

事

一

当

時

勢

ニ

付

て

ハ

御

米

当

年

中

の

御

貯

相

成

居

候

哉

、

左

も

無

之

節

ハ

御

引

当

相

成

可

然

存

候

事
一

諸

隊

近

辺

へ

押

寄

候

由

、

爰

元

え

罷

出

候

節

ハ

如

何

の

所

置

ニ

仕

候

て

可

然

哉

の

事

一

諸

隊

よ

り

先

達

て

書

状

差

越

候

由

、

粗

承

り

申

候

御

役

所

の

御

趣

意

如

何

の

御

心

得

ニ

て

御

座

候

哉

、

承

り

度

存

候

事

丑

ノ

正

月

月

番

俣

賀

多

禄

・

松

野

重

内

＊

脱

走

＝

奇

兵

隊

へ

参

加

の

為

脱

走

す

＊

諸

隊

よ

り

書

状

＝

諸

隊

は

奇

兵

隊

を

い

う

三

国

老

の

冤

罪

を

雪

ぐ

の

義

挙

に

声

援

せ

ら

れ

た

し

と

の

申

出

あ

る

も

邑

中

の

沸

騰

を

恐

れ

て

邑

政

堂

こ

れ

を

発

表

せ

ず

此

後

邑

内

に

内

訌

起

る

【

１

３

２

頁

】

同

年(

元

治

二

丑)

二

月

十

四

日

御

用

の

儀

有

之

候

ニ

付

松

原

宗

左

衛

門

・

増

野

太

兵

衛

罷

出

候

処

、

暫

職

増

野

藤

右

衛

門

方

よ

り

左

の

通

授

ケ

有

之

候

事

一

御

軍

役

帳

壱

冊

一

屯

集

所

当

日

揃

刻

限

・

御

家

来

中

着

用

方

・

其

外

用

意

物

の

事

右

二

廉

別

紙

廻

文

え

冊

添

置

候

事

丑

ノ

ニ

月

松

原

八

郎

兵

衛

・

増

野

太

兵

衛

＊

松

原

宗

左

衛

門

＝

月

番

松

原

八

郎

兵

衛

と

同

一

人

の

筈

、

あ

る

い

は

変

名

を

そ

の

儘

使

っ

た

の

か

も

＊

別

紙

な

し

元

治

二

丑

ノ

三

月

二

日

一

今

般

御

家

内

様

、

明

後

日

山

口

え

被

遊

御

発

駕

候

ニ

就

て

は

、

明

日

中

ニ

半

間

中

よ

り

両

三

人

御

暇

乞

と

シ

テ

罷

出

候

儀

、

宜

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

同

三

日

一

今

般

御

家

内

様

、

山

口

え

被

遊

御

出

候

ニ

付

て

は

半

間

中

よ

り

気

付

も

有

之

、

寿

光

院

様

・

竹

熊

様

の

儀

は

致

御

番

度

段

申

出

置

候

処

、

至

極

御

尤

ニ

被

思

召

、

不

被

遊

御

出

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

元

治

二

丑

三

月

三

日

一

此

度

旦

那

様

・

仙

相

院

様

山

口

え

被

遊

御

発

駕

候

ニ

付

、

御

道

中

御

安

全

御

祈

祷

物

松

永

左

京

え

相

頼

注

文

書

相

調

持

せ

差

出

さ

セ

候

事

付

り

御

初

穂

と

シ

テ

銀

壱

両

致

神

納

候

事

尤

八

銀

ニ

シ

テ

遣

し

候

事

注

文

書

左

の

通
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【

１

３

３

頁

】

原

手

紙

調

御

祈

祷

物

壱

通

非

役

連

名

尤

組

頭

御

用

人

を

除

キ

御

供

頭

を

ハ

除

キ

不

申

候

事

付

り

御

祈

祷

物

致

仕

出

候

段

及

廻

達

候

事

＊

竹

熊

＝(

武

熊)
親

施

二

男

＊

旦

那

様

＝

嗣

子

精

次

郎

、

後

の

精

祥

を

い

う

家

督

の

事

に

つ

い

て

山

口

行

同(

元

治

二

丑

三

月}
六

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

と

の

儀

ニ

付

増

野

弥

市

郎

罷

出

候

処

、

大

田

丹

宮

方

よ

り

授

の

趣

は

、

旧

冬

被

仰

出

候

通

り

御

返

石

米

の

儀

、

於

御

米

方

何

時

も

御

渡

方

被

仰

付

候

此

段

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

事

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

月

番

松

原

平

左

衛

門

・

内

藤

与

三

左

衛

門

増

野

弥

一

郎

同

廿

日

一

只

今

御

用

の

儀

有

之

候

条

邑

政

堂

え

罷

出

候

様

申

来

り

候

ニ

付

増

野

弥

一

郎

罷

出

候

処

、

大

田

丹

宮

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

え

申

達

シ

候

様

ニ

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

一

来

ル

廿

二

日

兼

て

被

仰

出

の

前

を

以

、

大

薀

寺

山

・

登

祢

垰

・

高

倉

山

三

ケ

所

の

号

砲

相

図

被

仰

付

候

条

、

先

達

て

屯

集

被

仰

付

候

通

り

夫

々

の

揃

場

無

遅

滞

可

被

相

揃

候

事

付

り

当

日

一

日

の

兵

粮

自

身

用

意

被

仰

付

候

事

付

り

支

度

の

儀

は

割

羽

織

・

小

袴

・

筒

袖

勝

手

次

第

被

仰

付

候

事

一

明

廿

一

日

よ

り

廿

二

日

両

日

、

於

松

崎

宮

高

正

大

明

神

御

臨

時

祭

被

仰

付

候

依

之

御

家

来

中

【

１

３

４

頁

】

両

日

間

勝

手

次

第

ニ

参

詣

被

仰

付

候

条

、

可

被

罷

出

候

事
付

り

地

方

町

浦

迄

勝

手

次

第

参

詣

被

仰

付

候

事

付

り

町

向

の

儀

ハ

竒

進

昇

提

灯

勝

手

次

第

被

仰

（

寄

）

付

候

事

＊

…

の

前

＝

…

の

通

り

と

い

う

意

＊

登

祢

垰

＝

唐

津

川

を

の

ぼ

り

上

小

川

村

の

宇

谷

、

市

丸

へ

通

ず

る

峠

高

倉

山

＝

江

崎

湾

南

方

海

抜

四

八

米

、

須

佐

地

、

瀬

尻

方

面

へ

合

図

大

藍

寺

山

＝

大

薀

寺

後

丘

、

須

佐

一

円

に

合

図

同(

元

治

二

丑

三

月)

廿

一

日

一

只

今

御

用

の

儀

有

之

候

条

邑

政

堂

え

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

増

野

弥

一

郎

罷

出

候

所

、

大

田

丹

宮

方

授

の

趣

は

、

明

廿

二

日

屯

集

の

儀

雨

天

ニ

付

延

引

被

仰

付

、

天

気

次

第

三

ケ

所

の

号

砲

相

図

ニ

何

時

も

夫

々

の

揃

場

え

致

屯

集

候

様

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

同

廿

七

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

増

野

弥

市

郎

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

よ

り

被

申

渡

候

趣

は

、

育

英

館

入

込

の

儀

一

応

被

成

御

引

せ

候

処

、

早

速

よ

り

入

込

被

仰

付

半

間

内

よ

り

ハ

拾

人

と

の

仰

ニ

御

坐

候

此

段

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事月

番

内

藤

与

三

左

衛

門

・

増

野

弥

一

郎

元

治

二

乙

丑

三

月

一

旦

那

様

御

事

、

於

山

口

御

家

督

被

仰

付

候

ニ

付

爰

元

御

帰

座

の

上

覚

書

を

以

左

の

通

り

願

出

置

候

事
文

案
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【

１

３

５

頁

】
覚

今

般

旦

那

様

御

家

督

御

首

尾

被

仰

渡

候

ニ

付

、

半

間

中

よ

り

先

例

の

通

り

、

酒

肴

献

上

申

上

度

奉

存

候

条

、

此

段

御

の

節

宜

様

御

取

成

可

被

下

候

席
序

？

頼

存

候

己

上

月

日

月

番

連

名

付

り

是

迄

の

儀

ハ

半

間

惣

代

為

御

歓

被

罷

出

、

御

勤

申

上

度

覚

書

を

以

願

出

相

成

候

処

、

此

度

の

儀

は

上

々

様

方

爰

元

被

遊

御

在

住

候

ニ

付

、

一

統

御

歓

申

上

候

間

本

書

の

通

、

献

上

物

丈

願

出

其

段

半

間

中

へ

及

廻

達

候

尤

四

組

頭

・

御

取

次

と

は

除

候

事

(

元

治

二

丑

ノ)

四

月

五

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

宅

野

太

郎

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

へ

相

達

し

候

様

ニ

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

当

御

時

勢

ニ

付

て

は

、

外

患

御

手

当

急

務

の

儀

ニ

付

、

此

度

館

中

入

込

人

数

被

相

立

、

文

武

の

諸

芸

相

励

、

且

日

々

銃

陣

調

練

被

仰

付

候

ニ

付

、

御

家

来

中

一

入

令

勉

励

日

々

館

中

致

出

勤

、

入

込

人

数

も

有

之

諸

稽

古

相

方

有

之

儀

ニ

候

ヘ

ハ

、

銘

々

無

怠

慢

心

懸

を

以

朝

夕

稽

古

出

精

可

有

之

候

事

付

り

稽

古

日

割

の

儀

は

兼

て

御

定

の

通

り

ニ

シ

テ

其

余

銃

陣

調

練

可

被

相

調

候

事

一

来

ル

十

日

よ

り

高

島

流

銃

隊

専

務

と

し

て

三

十

日

の

間

、

日

稽

古

被

仰

付

候

間

、

入

込

は

勿

論

其

外

一

統

の

稽

古

人

数

不

残

出

勤

、

稽

古

出

精

可

有

之

候

事

一

入

込

人

数

の

儀

ハ

、

御

定

メ

人

数

・

諸

半

間

・

月

番

又

ハ

支

配

等

へ

致

沙

汰

、

病

気

等

の

節

ハ

右

代

り

早

速

致

人

撰

大

概

は

人

数

無

欠

、

此

様

【

１

３

６

頁

】

相

揃

稽

古

可

有

之

候

事

.

一

扶

持

取

無

給

の

御

家

人

・

三

箇

屋

御

中

間

分

農

町

兵

共

入

込

人

数

の

外

も

、

心

懸

次

第

銃

隊

通

ひ

稽

古

被

差

免

候

間

、

相

心

懸

成

丈

ケ

可

令

出

勤

候

事

一

銃

陣

日

勤

の

面

着

、

館

中

よ

り

仕

出

被

仰

付

候

間

、

銘

々

名

前

申

出

可

有

着

帳

候

事

右

の

通

り

沙

汰

被

仰

付

候

事

四

月

五

日

宅

野

太

郎

・

金

子

新

蔵

同(

元

治

二

丑

四

月)

十

四

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

宅

野

太

郎

罷

出

候

処

、

益

田

三

郎

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

へ

相

達

候

様

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

旦

那

様

御

幼

年

ニ

付

、

毛

筑

前

様

・

益

田

石

見

様

・

周

布

治

部

様

へ

御

後

見

被

仰

付

候

依

之

御

家

来

中

へ

御

知

せ

被

仰

付

と

の

御

事

ニ

候

条

、

此

段

右

様

可

被

心

得

候

事

四

月

十

四

日
宅

野

太

郎

・

金

子

新

蔵

同

十

九

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出(

候)

様

申

来

候

ニ

付

金

子

新

蔵

罷

出

候

処

、

松

本

良

左

衛

門

方

よ

り

別

紙

の

通

り

半

間

中

へ

相

達

シ

候

様

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

一

先

日

よ

り

銃

陣

三

十

日

稽

古

被

仰

付

候

処

、

明

朝

よ

り

ハ

号

砲

壱

発

為

打

候

間

、

相

図

ニ

シ

テ

う

た

せ

可

有

出

勤

候

事

一

三

十

日

稽

古

間

、

御

用

・

病

気

等

ニ

て

不

勤

の

部

ハ

育

英

館

へ

達

シ

可

有

之

候

事

一

三

十

日

稽

古

間

、

入

込

人

数

の

儀

も

、

昼

迄

は
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【

１

３

７

頁

】

銃

陣

専

業

ニ

シ

テ

稽

古

相

調

、

昼

後

は

心

懸

ケ

の

稽

古

可

有

之

候

事

一

市

中

よ

り

出

勤

の

惣

稽

古

人

数

の

儀

は

昼

迄

,
銃

陣

稽

古

相

調

、

昼

後

の

所

は

心

懸

ケ

次

第

成

丈

ケ

出

勤

可

有

之

候

事

右

の

通

り

相

心

得

厳

重

ニ

可

有

出

勤

候

事

四

月

十

九

日
宅

野

太

郎

・

金

子

新

藏

元

治

二

丑

五

月

六

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

吉

賀

徳

蔵

罷

出

候

処

、

別

紙

の

通

半

間

中

へ

相

達

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事別

紙

左

の

通

一

此

度

回

天

軍

被

差

立

、

組

士

入

隊

の

儀

ニ

付

て

は

、

旨

趣

巨

細

被

遊

御

承

知

候

通

、

御

当

家

御

軍

政

え

相

拘

り

難

被

差

免

儀

は

勿

論

ニ

候

へ

共

、

入

隊

ニ

て

も

諸

事

頭

々

の

下

知

ニ

随

ひ

、

組

役

当

番

の

節

ハ

致

出

勤

、

非

番

の

節

は

右

隊

え

罷

帰

り

、

尤

当

番

又

は

御

人

撰

ニ

て

御

遣

方

の

節

は

、

異

変

の

節

迚

も

其

役

筋

堅

固

致

所

勤

、

非

番

の

節

迚

も

組

士

拾

人

丈

ケ

頭

の

下

知

ニ

随

ひ

御

軍

政

可

罷

出

儀

候

へ

共

、

此

度

の

儀

は

右

人

数

人

物

御

所

望

の

道

理

ニ

シ

テ

隊

中

よ

り

出

張

可

被

仰

付

、

乍

併

一

隊

諸

駆

引

の

儀

は

御

手

当

惣

督

の

下

知

ニ

随

ひ

違

背

有

之

間

敷

、

右

十

人

隊

中

よ

り

出

張

ニ

付

て

は

、

組

方

根

の

御

軍

政

相

立

候

様

本

人

へ

の

儀

は

銘

々

養

子

又

は

代

勤

仕

、

御

根

継

の

人

数

減

少

無

之

様

相

調

義

ニ

候

ハ

ヽ

、

先

達

て

廻

天

軍

よ

り

申

立

候

一

途

ニ

御

（

マ
マ

）

家

政

を

破

り

候

程

の

儀

ニ

ハ

立

到

り

不

申

ニ

付

此

度

ハ

格

別

の

被

仰

立

を

以

可

被

差

免

候

事

付

り

組

士

ニ

不

限

、

其

外

惣

人

数

尚

追

々

入

隊

の

人

数

平

日

の

儀

諸

役

筋

無

違

背

所

勤

仕

り

、

非

番

の

節

ハ

隊

中

ヘ

罷

帰

り

、

此

度

山

口

出

浮

【

１

３

８

頁

】の

人

数

は

異

変

の

節

隊

中

よ

り

出

張

被

仰

付

、

其

余

追

々

入

隊

の

人

数

ハ

根

の

御

軍

政

御

手

組

の

役

ニ

出

張

可

仕

、

尤

御

組

外

の

人

数

ハ

隊

中

よ

り

出

張

被

指

免

候

事

一

随

身

ニ

付

入

隊

仕

候

者

は

、

其

段

願

出

次

第

御

免

の

上

入

隊

被

仰

付

候

事

一

稽

古

引

立

と

シ

テ

育

英

館

よ

り

四

五

人

宛

被

指

越

候

事

付

り

銃

隊

砲

発

の

儀

は

、

館

中

ニ

て

可

被

仰

付

候

尤

於

に

時

願

出

の

節

ハ

其

地

ニ

て

可

被

差

免

候

事

一

一

隊

惣

括

の

儀

は

御

人

撰

を

以

被

差

出

候

事

一

御

賄

の

儀

は

一

小

隊

迄

の

所

、

御

飯

米

被

差

立

候

事付

り

此

先

キ

人

数

増

の

節

ハ

壱

人

ニ

当

り

御

賄

被

仰

付

候

事

一

隊

中

規

則

の

儀

は

兼

て

厳

重

ニ

御

定

置

被

仰

付

可

被

下

候

事

右

の

廉

々

御

軍

届

の

上

は

、

其

段

御

振

紙

被

仰

付

可

被

下

候

事

丑

ノ

五

月

〈

振

紙

ニ

本

書

の

廉

々

無

相

違

儀

ニ

付

致

承

知

候

事

丑

四

月

周

布

治

部

印

判

〉

＊

根

＝

根

本

の

も

の

、

基

準

と

な

る

も

の

＊

根

継

＝

跡

を

継

ぐ

こ

と

、

ま

た

そ

の

人

同(
元

治

二

丑

五

月)

廿

日

一

今

般

小

銃

献

納

ニ

付

、

銘

々

出

金

の

員

数

先

達

て

付

出

相

成

候

於

今

日

一

日

御

土

居

え

引

請

御

役

所

被

相

立

候

て

日

限

無

間

違

差

出

候

様

と

の

事

ニ

付

、

今

九

ッ

時

迄

ニ

印

封

ニ

シ

テ

月

番

俣

賀

多

禄

方

迄

被

指

出

候

様

当

日

及

廻

達

、

追

々

相

揃

候

ニ

付

封

ノ

侭

壱

包

ニ

シ

テ

、

尤

員

数
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【

１

３

９

頁

】

の

〆

括

り

ハ

不

致

月

番

へ

受

取

、

扣

帳

は

別

紙

ニ

一

帳

相

調

包

数

の

括

り

斗

致

し

て

包

添

、

御

銀

子

方

安

富

九

郎

兵

衛

へ

各

両

人

持

参

慥

ニ

致

引

渡

置

候

事

一

月

番

へ

受

取

扣

の

儀

ハ

献

銃

出

銀

付

も

〆

紙

の

内

え

入

置

候

事

同(

元

治

二

丑

五

月)

廿

五

日

一

月

番

御

用

の

儀

有

之

候

条

、

邑

政

堂

罷

出

候

様

と

の

儀

ニ

付

吉

賀

徳

三

罷

出

候

処

、

別

紙

の

通

半

間

中

え

申

達

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

(

空

白)

丑

五

月

俣

賀

多

禄

・

吉

賀

徳

三

慶

応

元

丑

ノ

六

月

二

日

只

今

御

用

の

儀

有

之

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

大

谷

小

源

治

罷

出

候

所

、

職

役

増

野

又

十

郎

方

被

申

渡

候

趣

一

仙

相

院

様

御

事

、

急

の

思

召

立

ニ

て

明

日

よ

り

山

口

え

被

遊

御

出

候

段

、

半

間

中

へ

御

知

せ

被

仰

付

、

尤

此

度

の

儀

は

御

道

口

御

見

送

り

不

及

と

の

儀

ニ

候

差

急

儀

ニ

付

、

両

通

ニ

シ

テ

及

廻

達

候

事

同

六

日

同

断

ニ

付

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

一

此

内

の

雨

天

続

ニ

て

下

田

万

村

於

湊

組

ニ

田

畠

虫

余

分

令

出

来

候

ニ

付

、

於

地

下

ニ

虫

除

ケ

祈

祷

の

儀

申

出

被

差

免

候

就

て

は

今

夜

中

砲

発

の

所

業

も

有

之

候

由

、

風

次

第

夜

中

に

て

も

万

一

爰

元

え

も

響

キ

相

聞

へ

可

申

哉

も

難

斗

候

間

【

１

４

０

頁

】

不

審

無

之

様

為

心

得

内

意

申

達

候

事

同(

慶

応

元

丑

六

月)

廿

日

同

断

ニ

付

早

速

及

廻

達

候

別

紙

左

の

通

り

今

般

従

公

儀

、

御

軍

定

被

仰

出

候

付

御

内

輪

の

所

も

大

隊

組

立

被

仰

付

、

已

来

此

廿

日

を

以

御

規

則

被

相

変

候

就

て

は

御

軍

役

帳

改

被

仰

付

候

条

、

此

段

能

々

被

相

心

得

、

弥

以

調

練

可

為

専

務

候

事

当

番

大

谷

小

源

治

・

井

上

亀

槌

＊

御

軍

定

＝

二

州

一

致

の

軍

制

成

立

の

事

か

農

民

層

を

も

結

集

し

た

挙

藩

一

致

の

態

勢

を

と

る

同

廿

九

日

同

断

ニ

付

井

上

亀

槌

罷

出

候

処

、

暫

職

増

野

与

次

方

被

申

渡

候

趣

、

仙

相

院

様

御

事

今

日

山

口

よ

り

被

遊

御

帰

座

候

段

半

間

中

へ

御

知

せ

被

仰

付

候

.

尤

此

度

の

儀

は

御

道

口

御

迎

ニ

不

及

と

の

儀

候

通

り

半

間

中

へ

早

速

及

廻

達

候

事

当

番

大

谷

小

源

治

・

井

上

亀

槌

慶

応

元

年

丑

七

月

朔

日

一

今

朝

増

野

弥

市(

郎)

邑

政

堂

罷

出

候

処

、

職

座

増

野

又

十

郎

よ

り

別

紙

の

通

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

義

ニ

付

、

及

廻

達

候

事

付

り

別

紙

の

義

ハ

諸

廻

文

仕

出

シ

え

綴

添

置

候

事

(

別

紙

な

し)

同

年

七

月

四

日

一

今

薄

暮

松

原

平

左

衛

門

、

心

光

寺

御

軍

政

方

罷

出

候

処

、

職

座

増

野

又

十

郎

授

の

趣

ハ

、

此

度

大

隊

御

組

立

ニ

付

兵

学

校

よ

り

両

人

爰

元

被

召

寄

、

明

日

よ

り

於

館

中

て

調

練

被

仰

付

候

就
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【

１

４

１

頁

】

て

ハ

出

勤

相

図

と

シ

テ

号

砲

有

之

候

と

の

義

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

同

年

同

月(

慶

応

元

丑

七

月)

四

日

一

増

野

弥

市

郎

邑

政

堂

罷

出

候

処

、

職

座

増

野

又

十

郎

よ

り

別

紙

の

通

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

義

ニ

付

、

早

々

及

廻

達

候

事

付

り

別

紙

の

義

ハ

諸

廻

文

仕

出

え

綴

添

置

候

事

同

年

同

月

九

日

一

右

同

断

同

年

同

月

十

日

一

松

原

平

左

衛

門

邑

政

堂

罷

出

候

処

、

職

座

増

野

又

十

郎

よ

り

授

有

之

候

ハ

、

此

度

御

賢

恵

を

以

旦

那

様

御

幼

年

中

、

桂

主

殿

様

え

御

代

役

の

義

御

奉

書

を

以

被

仰

渡

候

ニ

付

、

聞

懸

の

御

歓

申

上

候

様

と

の

義

、

尚

着

服

の

義

ハ

平

服

小

袴

ニ

て

御

歓

申

上

候

様

と

の

義

ニ

付

及

廻

達

候

事

同

年

同

月

十

一

日

一

松

原

平

左

衛

門

罷

出

候

処

、

職

座

増

野

又

十

郎

よ

り

授

の

趣

ハ

、

先

達

て

よ

り

乱

走

有

之

甚

有

間

敷

次

第

、

当

今

言

路

相

開

候

義

ニ

付

、

何

そ

所

存

有

之

候

ハ

ヽ

申

出

の

上

条

理

ニ

相

叶

候

義

ハ

御

取

揚

可

被

仰

付

候

処

、

右

様

乱

走

の

者

於

有

之

ハ

見

当

次

第

相

咎

メ

、

屹

度

御

詮

義

可

被

仰

付

候

様

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

義

ニ

付

、

早

々

及

廻

達

候

事

＊

乱

走

＝

脱

走

同

年

同

月

十

三

日

一

松

原

平

左

衛

門

罷

出

候

処

、

増

野

又

十

郎

よ

り

別

紙

の

通

半

間

中

え

相

達

候

様

と

の

義

ニ

付

、

早

々

及

廻

達

候

事

【

１

４

２

頁

】

付

り

別

紙

の

義

ハ

諸

廻

文

仕

出

シ

の

内

え

綴

添

置

候

事

(

別

紙

な

し)

同

年

同

月

十

二

日

右

同

断

同

年

同

月

十

七

日

右

同

断

当

番

松

原

平

左

衛

門

・

増

野

弥

市

郎

慶

応

元

丑

ノ

八

月

十

八

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

宅

野

太

郎

罷

出

候

所

、

職

座

増

野

又

十

郎

方

別

紙

の

通

り

半

間

中

え

相

達

シ

候

様

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

一

当

役

中

邑

政

堂

朝

五

ッ

時

出

勤

ニ

て

八

ッ

下

り

定

法

ニ

被

仰

付

候

事

付

り

難

差

置

御

用

筋

有

之

節

は

、

本

文

下

り

刻

限

ニ

不

拘

儀

ニ

候

へ

共

、

成

丈

速

ニ

相

運

ひ

候

心

得

肝

要

ニ

候

事

一

御

家

来

中

、

諸

願

書

を

始

め

届

出

事

其

外

惣

て

役

向

え

相

拘

り

候

儀

は

内

談

と

候

て

も

、

当

役

中

出

勤

中

邑

政

堂

罷

出

申

出

候

様

被

仰

付

候

下

宿

後

於

に

宅

は

御

用

筋

一

向

ニ

取

扱

ひ

被

差

留

候

ハ

ヽ

、

御

家

来

中

役

向

え

対

し

候

て

の

儀

於

宅

ニ

申

出

無

之

様

被

仰

付

候

事

付

り

本

文

の

通

り

被

仰

付

候

て

も

非

常

又

は

難

差

置

儀

は

於

宅

ニ

申

出

格

別

の

事

付

り

当

役

中

付

属

の

銘

々

、

差

向

御

用

筋

於

宅

ニ

申

出

候

儀

は

勿

論

不

及

用

捨

候

事

一

御

家

来

中

御

用

ニ

付

、

邑

政

堂

呼

出

シ

被

仰

付

罷

出

候

節

は

一

応

邑

政

堂

届

置

キ

御

殿

御

式

台

ニ

扣

居

候

様

被

仰

付

候

事

右

の

通

昨

年

被

仰

出

候

処

、

自

今

心

得

違

ひ

無

之
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【

１

４

３

頁

】

様

改

て

沙

汰

被

仰

付

候

事

丑

ノ

八

月

月

番

金

子

新

蔵

・

宅

野

太

郎

慶

応

元

年

丑

ノ

九

月

五

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

吉

賀

徳

蔵

罷

出

候

処

、

左

の

通

授

有

之

候

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

授

ケ

左

の

通

一

来

ル

廿

三

日

よ

り

於

大

薀

寺

授

戒

供

養

有

之

候

ニ

付

、

御

女

儀

様

方

ニ

も

被

遊

御

付

候

右

ニ

付

於

に

下

も

授

戒

へ

付

申

度

銘

々

の

儀

は

格

別

不

及

用

捨

と

の

事

尚

又

先

般

同

寺

本

門

再

建.

ニ

付

勧

化

仕

候

節

寺

納

相

成

候

銘

々

の

儀

は

志

次

第

法

名

等

付

立

寺

え

申

入

相

成

候

ハ

ヽ

、

右

会

中

ニ

供

養

申

度

由

、

寺

の

内

含

ニ

付

致

御

内

授

候

と

の

事

＊

会

＝

多

く

の

人

が

集

ま

っ

て

行

な

う

仏

事

え

同

十

六

日

一

邑

政

堂

え

呼

出

の

儀

申

来

ニ

付

薄

暮

吉

賀

徳

三

罷

出

候

処

、

左

の

通

授

ケ

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事付
り

差

急

儀

ニ

付

両

通

ニ

シ

テ

差

廻

候

事

授

左

の

通

一

明

十

七

日

よ

り

繰

練

場

御

地

開

ニ

付

御

加

勢

の

儀

、

此

内

御

触

達

被

仰

付

候

処

、

先

御

見

合

ニ

付

、

明

日

の

処

延

引

被

仰

付

後

日

の

儀

は

追

而

沙

汰

可

被

仰

付

候

尚

又

婦

人

御

加

勢

の

儀

は

堅

被

差

留

候

と

の

授

有

之

候

事

同

廿

三

日

一

主

殿

様

御

事

御

用

ニ

付

、

今

日

山

口

被

遊

御

発

駕

候

ニ

付

御

道

口

不

及

御

見

送

り

ニ

、

尚

御

歓

等

の

儀

も

当

日

御

触

有

之

候

事

【

１

４

４

頁

】

付

り

廿

四

日

七

ッ

半

時

山

口

御

発

駕

の

御

到

来

ニ

付

、

御

歓

等

の

儀

御

触

有

之

候

ニ

付

、

格

別

月

番

へ

相

拘

儀

ハ

無

之

候

へ

共

、

為

念

添

記

置

候

事

丑

九

月

月

番

俣

賀

多

禄

・

城

一

隼

雄

慶

応

元

癸

丑

八

月

十

八

日

館

中

稽

古

の

次

第

一

高

島

流

稽

古

と

シ

テ

御

家

来

中

・

農

・

町

兵

迄

五

十

人

宛

館

中

入

込

、

五

日

代

り

に

し

て

日

稽

古

被

仰

付

、

其

余

は

通

ひ

稽

古

ニ

被

仰

付

候

事

付

り

市

中

在

郷

共

ニ

御

飯

米

是

迄

の

通

被

立

下

候

事

付

り

市

中

在

郷

共

ニ

自

力

を

以

入

込

の

儀

は

、

勝

手

次

第

被

仰

付

候

事

一

高

島

流

銃

隊

役

付

の

部

四

人

宛

館

中

入

込

教

授

被

仰

付

候

事

付

り

前

ニ

同

断

一

高

島

流

太

鼓

打

方

稽

古

と

シ

テ

両

人

宛

入

込

被

仰

付

、

其

余

は

通

稽

古

ニ

被

仰

付

候

事

付

り

前

ニ

同

断

一

大

砲

打

方

教

授

方

の

内

壱

人

宛

入

込

手

次

教

授

被

仰

付

候

事

付

り

前

ニ

同

断

一

大

隊

調

練

の

儀

は

月

両

度

宛

被

仰

付

候

条

、

市

中

在

郷

共

ニ

少

々

の

気

分

相

は

差

押

へ

出

勤

被

仰

付

候

事

付

り

壱

日

分

弁

当

自

身

用

意

被

仰

付

候

尤

無

格

已

下

農

町

兵

の

儀

は

、

追

て

其

月

の

御

飯

米

被

立

下

候

事

一

文

学

剣

槍

稽

古

の

儀

は

当

分

月

三

度

宛

被

仰

付

候

尤

間

合

を

以

致

稽

古

候

儀

は

、

勿

論

勝

手

次

第

被

仰

付

候

事

稽

古

日

割
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【

１

４

５

頁

】

一

二

ノ

日

文

学

一

四

ノ

日

剣

術

一

六

ノ

日

槍

術

一

三

日

・

廿

三

日

大

隊

調

練

一

五

・

十

ノ

日

休

日

〆館

中

入

込

人

数

左

の

通

一

銃

隊

役

付

の

部

四

人

一

大

砲

教

授

方

壱

人

一

鼓

手

教

授

方

壱

人

一

御

手

廻

り

拾

人

一

四

組

拾

弐

人

一

中

間

分

拾

人

一

農

町

兵

拾

人

一

太

鼓

稽

古

人

弐

人

〆

五

拾

人

右

の

通

此

度

改

替

被

仰

付

候

事

丑

ノ

八

月

大

隊

調

練

の

儀

は

月

両

度

三

日

・

廿

三

日

ニ

被

仰

付

候

最

来

月

朔

日

よ

り

二

日

え

高

正

大

明

神

御

祭

事

ニ

付

、

来

月

三

日

調

練

の

儀

ハ

引

寄

セ

二

日

御

祭

礼

当

日

ニ

被

仰

付

候

条

、

此

度

御

触

出

の

通

銘

々

一

日

分

弁

当

用

意

ニ

て

、

未

明

育

英

館

可

被

相

揃

候

事

丑

ノ

八

月

月

番

宅

野

太

郎

・

金

子

新

蔵

慶

応

元

丑

ノ

十

月

十

二

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

邑

政

堂

え

罷

出

候

様

申

来

候

ニ

付

大

谷

小

源

次

罷

出

候

処

、

別

紙

の

通

り

授

ニ

付

早

速

及

廻

達

候

事

授

ケ

左

の

通

り

一

当

今

征

伐

の

模

様

愈

以

切

迫

に

相

聞

候

就

て

は

御

家

来

中

末

々

ニ

至

迄

、

御

用

の

外

御

領

外

罷

出

候

儀

堅

被

差

留

候

且

又

前

断

ニ

付

て

は

他

藩

の

間

者

、

御

国

中

余

分

入

込

候

哉

ニ

相

聞

【

１

４

６

頁

】

候

え

は

、

於

御

内

輪

ニ

仮

令

御

国

中

の

者

た

り

共

他

所

人

の

儀

は

一

夜

泊

り

の

外

堅

ク

被

差

留

候

万

一

滞

留

不

致

て

不

相

済

儀

も

有

之

候

ハ

ヽ

、

出

所

・

径

所

・

身

通

り

迄

も

克

々

相

正

し

其

趣

申

出

候

ハ

ヽ

、

御

詮

儀

の

上

何

分

の

沙

汰

可

被

仰

付

候

然

上

は

親

子

の

間

た

り

共

、

無

願

他

所

人

滞

留

為

致

候

者

於

有

之

は

、

御

詮

儀

の

上

屹

度

可

被

及

御

沙

汰

候

事

丑

ノ

十

月

同(

慶

応

元

丑

ノ

十

月)

十

四

日

一

邑

政

堂

え

呼

出

の

儀

申

来

り

候

ニ

付

大

谷

小

源

次

罷

出

候

処

、

別

紙

半

間

中

え

相

達

シ

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

当

今

再

征

の

模

様

愈

切

迫

ニ

付

て

は

此

内

於

山

口

、

御

手

当

向

御

直

命

を

も

被

為

蒙

、

片

時

も

猶

予

難

相

成

、

此

御

時

節

御

家

来

中

農

町

兵

ニ

至

迄

実

戦

同

様

の

心

得

を

以

、

一

際

稽

古

相

励

不

申

て

は

不

相

済

事

ニ

候

依

之

来

ル

十

六

日

よ

り

十

日

稽

古

被

仰

付

、

主

殿

様

御

事

館

中

日

ノ

内

被

遊

御

入

込

御

引

立

被

仰

付

候

条

、

老

少

ニ

不

限

、

先

在

須

佐

御

家

来

中

十

六

日

よ

り

十

日

の

間

館

中

入

込

文

武

稽

古

被

仰

付

候

事

付

り

老

年

ニ

て

所

作

不

相

調

者

た

り

共

、

壮

年

の

者

為

引

立

入

込

被

仰

付

候

尤

老

人

幼

少

の

部

は

日

ノ

内

斗

り

入

込

被

仰

付(

候)

事

丑

ノ

十

月

栗

山

半

左

衛

門

・

大

谷

小

源

次

増

野

太

兵

衛

＊

十

月

十

五

日

＝

須

佐

兵

を

も

っ

て

北

第

一

大

隊

設

立

同

晦

日

一

邑

政

堂

え

罷

出

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

大

谷

小

源
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【

１

４

７

頁

】

次

罷

出

候

処

、

別

紙

半

間

中

え

相

達

シ

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

一

小

々

役

目

溜

り

米

・

知

行

米

等

相

混

シ

年

貢

米

免

杯

申

出

、

上

納

ニ

相

立

候

部

有

之

哉

ニ

候

処

、

已

来

右

様

の

儀

一

向

不

被

仰

付

、

知

行

米

・

役

目

飯

米

は

其

役

座

々

々

ニ

お

い

て

渡

方

被

仰

付

、

上

納

へ

相

立

候

者

の

儀

は

、

右

受

米

自

身

よ

り

御

土

貢

方

へ

差

出

候

様

被

仰

付

置

候

処

、

猶

又

御

詮

儀

の

趣

も

有

之

、

先

已

前

の

通

り

被

仰

付

候

事
丑

ノ

十

月

栗

山

半

左

衛

門

・

大

谷

小

源

次

増

野

太

兵

衛
(

慶

応

元)

丑

ノ

十

一

月

六

日

一

月

番

御

用

の

儀

有

之

井

上

亀

槌

罷

出

候

所

、

装

条

銃

此

度

御

貸

入

の

外

御

家

来

中

望

の

者

有

之

候

ハ

ヽ

、

半

金

引

替

残

り

金

無

利

五

ケ

年

賦

ニ

シ

テ

被

仰

付

候

と

の

授

ニ

付

、

此

段

早

速

及

廻

達

候

事

十

一

月

七

日

一

月

番

御

用

の

儀

有

之

増

野

弥

一

郎

罷

出

候

所

、

増

野

又

十

郎

方

よ

り

授

の

趣

ハ

、

此

度

御

上

御

猟

筒

是

迄

拝

借

仕

居

候

者

ハ

、

来

ル

十

日

迄

ニ

御

用

人

座

迄

被

差

出

候

様

ニ

と

の

授

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

十

一

月

十

七

日

一

月

番

御

用

の

儀

有

之

井

上

亀

槌

罷

出

候

所

、

増

野

又

十

郎

方

よ

り

授

の

趣

ハ

、

此

度

御

詮

儀

の

趣

有

之

、

大

小

銃

稽

古

打

当

分

の

内

被

差

留

候

段

公

儀

よ

り

御

沙

汰

の

旨

も

有

之

候

所

、

所

猟

放

発

の

儀

ハ

不

及

用

捨

候

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

此

段

及

廻

達

候

事

【

１

４

８

頁

】

一

月

番

御

用

の

儀

有

之

、

増

野

弥

一

郎

邑

政

堂

え

罷

出

候

所

、

増

野

又

十

郎

方

よ

り

授

の

趣

ハ

、

当

春

已

来

沸

騰

の

次

第

ニ

付

終

ニ

此

度

夫

々

御

処

置

被

仰

出

候

所

、

此

余

於

下

ニ

申

合

せ

糾

明

動

は

愁

訴

ニ

も

可

及

哉

の

趣

も

有

之

候

様

相

聞

向

後

異

論

相

唱

候

者

有

之

候

ハ

ヽ

、

御

詮

儀

の

上

御

□

り

も

可

被

仰

付

候

と

の

儀

ニ

付

、

及

（
叱

カ
）

廻

達

候

事

尤

委

細

ハ

別

記

御

沙

汰

書

ニ

有

之

候

事

丑

ノ

十

一

月
所

勤

増

野

弥

一

郎

・

井

上

亀

槌

＊

当

春

已

来

沸

騰

の

次

第

＝

邑

政

堂

方

と

回

天

軍

の

対

立

を

い

う

「

須

佐

家

中

内

紛

ニ

付

覚

書

・

慶

応

元

年

十

一

月

」

一

通

が

あ

る

＊

御

沙

汰

書

「

須

佐

内

紛

鎮

静

ニ

付

留

書

」

一

通

が

あ

る

『

回

天

実

記

』

に

よ

れ

ば

十

一

月

十

四

日

邑

政

堂

役

員

の

更

迭

と

併

せ

て

回

天

軍

方

二

三

逼

塞

の

沙

汰

あ

り

。

と

(

慶

応

元

丑)

十

二

月

三

日

御

用

の

儀

有

之

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

り

候

ニ

付

小

国

政

介

罷

出

候

処

、

来

ル

五

日

旦

那

様

御

狩

ニ

御

出

被

遊

候

ニ

付

、

是

迄

諸

猟

仕

来

候

者

ハ

無

遠

慮

御

供

致

候

様

、

内

々

半

間

中

へ

も

相

達

候

様

職

座

増

野

又

十

郎

方

よ

り

授

御

坐

候

間

、

御

銘

々

様

方

思

召

次

第

御

供

被

成

、

可

然

様

存

候

尤

差

急

儀

ニ

て

両

通

ニ

シ

テ

及

廻

達

候

事

月

番

小

国

政

介

・

吉

賀

徳

三

＊

旦

那

様

＝

主

殿

を

い

う

。

以

下

お

な

じ

同

四

日

一

邑

政

堂

罷

出

候

様

と

の

儀

ニ

付

吉

賀

徳

三

罷

出
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【

１

４

９

頁

】

候

処

、

別

紙

半

間

中

え

相

達

し

候

様

ニ

と

の

儀

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

左

の

通

り

所

帯

方

附

右

来

ル

七

日

八

日

例

年

の

通

り

餅

米

大

小

豆

勘

渡

被

仰

付

候

条

、

右

日

限

無

間

違

取

下

ケ

可

有

之

候

事

丑

ノ

十

二

月
(

慶

応

元

丑

ノ

十

二

月)
覚

一

育

英

館

諸

稽

古

の

所

、

已

来

左

の

通

り

日

割

稽

古

被

仰

付

候

尤

高

島

流

銃

隊

稽

古

の

儀

は

、

此

度

大

隊

御

手

組

相

調

候

へ

は

、

御

手

組

前

を

以

一

番

小

隊

よ

り

順

ニ

一

小

隊

宛

館

中

入

込

、

五

日

代

り

ニ

シ

テ

日

稽

古

被

仰

付

候

間

、

小

隊

司

令

の

面

々

引

受

の

銃

衆

引

連

、

入

込

ニ

シ

テ

稽

古

可

有

之

候

事

付

り

大

砲

隊

稽

古

の

儀

も

右

ニ

準

シ

、

一

砲

隊

宛

五

日

代

ニ

シ

テ

入

込

、

稽

古

可

有

之

候

事

一

文

学

寮

入

込

の

儀

ハ

、

学

頭

助

教

の

内

壱

人

、

為

読

師

助

役

の

内

弐

人

宛

、

十

日

代

り

ニ

し

て

入

込

被

仰

付

候

尤

毎

朝

幼

年

の

者

日

新

堂

所

勤

被

仰

付

候

間

申

合

せ

素

読

教

授

被

仰

付

候

事

稽

古

日

割

二

ノ

日

学

頭

講

釈

三

八

ノ

日

高

島

流

銃

隊

大

砲

四

九

ノ

日

剣

術

抜

刀

二

六

ノ

日

槍

術

三

日

十

七

日

大

隊

調

練

〆
右

の

通

被

仰

付

候

事

丑

ノ

十

二

月

(

慶

応

元

丑)

極

月

十

三

日

月

番

御

用

有

之

、

吉

賀

徳

三

邑

政

堂

罷

出

候

処

、

職

役

増

野

又

十

郎

方

よ

り

授

の

趣

ハ

、

去

夏

御

進

【

１

５

０

頁

】

発

御

供

人

数

へ

御

心

附

被

立

下

候

処

、

於

役

所

算

用

相

間

違

、

今

少

し

残

銀

有

之

候

間

、

御

銀

子

方

も

頃

日

御

用

繁

ニ

て

右

彼

役

所

よ

り

取

下

ケ

、

月

番

よ

り

致

配

当

候

様

授

有

之

候

ニ

付

、

両

人

一

同

ニ

御

銀

子

方

罷

出

残

銀

致

取

下

ケ

候

右

ニ

付

小

国

政

介

処

迄

銘

々

よ

り

人

差

越

、

受

方

相

成

候

様

御

進

発

御

供

人

数

へ

弈

及

廻

達

候

事

か
さ

ね
て

月

番

小

国

政

介

・

吉

賀

徳

三

＊

頃

日

＝

こ

の

ご

ろ

、

近

頃

慶

応

二

寅

正

月

十

四

日

一

今

朝

月

番

呼

出

ニ

付

金

子

新

蔵

罷

出

候

処

、

増

野

又

十

郎

方

よ

り

別

紙

の

通

半

間

中

へ

相

達

候

様

と

の

事

ニ

付

、

早

速

及

廻

達

候

事

別

紙

授

書

扣

御

家

来

中

幼

年

の

者

習

字

場

俣

賀

多

禄

宅

御

借

上

ケ

の

道

理

ニ

シ

テ

多

禄

見

合

を

以

、

習

字

被

仰

付

候

条

、

十

五

歳

已

下

幼

年

の

者

彼

方

罷

越

習

字

可

有

之

候

尤

右

習

字

場

ニ

不

限

、

於

世

上

も

是

迄

の

通

り

勝

手

次

第

相

学

候

様

被

仰

付

候

事

寅

正

月

俣

賀

多

禄

・

金

子

新

蔵

同

年

寅

ノ

二

月

廿

七

日

一

御

用

の

儀

有

之

候

条

只

今

邑

政

堂

罷

出

候

様

申

来

り

井

上

亀

槌

罷

出

候

処

、

職

役

増

野

又

十

郎

方

よ

り(

被)

申

渡

候

ハ

、

此

節

上

御

不

如

意

ニ

付

、

御

伝

来

の

御

道

具

類

当

節

御

不

用

の

品

御

払

ニ

被

仰

付

と

の

儀

ニ

付

、

御

聞

せ

被

仰

付

候

間

何

そ

気

付

筋

ノ

者

有

之

候

ハ

ヽ

早

速

可

申

出

と

の

事

ニ

候

間

、

左

様

可

被

成

御

存

知

候

為

其

及

廻

達

候

間

早

々

御

順

達

の

上

、

各

間

へ

被

差

戻

可

被

下

候

以

上

月

番

栗

山

半

左

衛

門

・

井

上

亀

槌
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